
広
開
土
王
碑
の
守
墓
と
勲
績
記
事
の
史
的
背
景

門

田

誠

一

序
言

広
開
土
王
碑
は
立
碑
さ
れ
た
五
世
紀
初
頭
を
前
後
す
る
時
期
の
東
ア
ジ
ア
の
国

際
関
係
史
の
資
料
で
あ
る
と
と
も
に
立
碑
の
意
味
が
記
さ
れ
て
お
り
、
文
化
史
的

な
意
義
も
大
き
い
。
思
想
史
や
文
化
史
に
関
わ
る
文
章
と
し
て
は
勲
功
あ
る
広
開

土
王
の
た
め
に
子
で
あ
る
長
寿
王
が
立
碑
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
王
と
祖
先
王
の

陵
墓
に
対
す
る
永
劫
の
守
墓
を
記
し
て
い
る
部
分
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

広
開
土
王
碑
の
主
た
る
立
碑
目
的
た
る
守
墓
に
関
し
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
も
検

討
を
行
っ
て
き
た
が
、
本
論
で
は
ま
ず
具
体
的
な
内
容
を
記
し
た
第
Ⅳ
面
の
い
わ

ゆ
る
守
墓
人
烟
戸
条
に
用
い
ら
れ
た
語
に
対
し
て
、
出
典
論
的
な
分
析
を
行
い
、

こ
の
部
分
の
依
拠
文
献
を
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
広
開
土
王
碑
の
立
碑
思
想
を

考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
論
で
は
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
守
墓
に
関
係
す
る
語
の
出
典
論
的
の

検
討
か
ら
、
こ
れ
ら
の
語
が
経
書
や
史
籍
に
お
い
て
、
礼
に
関
す
る
用
例
が

多
い
こ
と
を
示
し
、
祖
先
王
の
陵
墓
を
永
劫
に
保
全
す
る
と
い
う
広
開
土
王

陵
碑
の
立
碑
目
的
が
儒
教
的
な
出
典
に
よ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
つ
ぎ
に
守
墓
と
文
脈
上
で
関
係
す
る
勲
績
記
事
に
つ
い
て
、
中
国
の

石
刻
や
史
料
に
み
え
る
事
例
に
よ
っ
て
、
後
漢
代
を
中
心
と
し
て
南
北
朝
頃

に
は
、
墓
主
の
生
前
の
頌
徳
や
勲
績
の
顕
彰
を
碑
な
ど
に
刻
す
こ
と
が
盛
行

し
て
い
た
事
実
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
後
漢
代
を
中
心
と
し
た
墓
主
に
対

す
る
立
碑
に
よ
る
頌
徳
や
顕
彰
の
背
景
に
は
官
吏
登
用
制
度
で
あ
る
孝
廉
選

と
の
関
係
か
ら
儒
教
倫
理
の
浸
透
等
が
想
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
広
開
土
王

文
で
は
個
人
的
な
孝
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
介
し
て
高
句
麗
王
陵
の
未
来

永
劫
の
整
備
と
保
全
を
期
し
、
そ
れ
に
象
徴
さ
れ
る
繁
栄
の
継
続
性
を
可
視

的
に
顕
揚
す
る
手
段
で
あ
る
と
結
論
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

高
句
麗

広
開
土
王
碑

王
陵

守
墓

勲
績

〔
抄

録
〕
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守
墓
の
内
容
と
文
脈
構
成
上
も
思
想
的
に
も
有
機
的
に
関
わ
り
、
永
劫
の
守
墓

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
勲
績
記
事
に
関
し
て
は
主
と
し
て
広
開
土
王
の
武
勲
と
し

て
の
領
域
拡
大
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
守
墓
人
烟
戸
条
と
の
関
連
を
意

識
し
た
言
及
は
稀
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
も
広
開
土
王
碑
文
の
文
化
史
的
内
容
に
対
す
る
研
究
と
し
て
は
、
始

祖
伝
承
に
関
わ
る
説
話
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
な
ど
の
方
向
性
が
模
索
さ
れ
て
き
た

が
、
質
量
と
も
に
軍
事
的
・
対
外
的
内
容
の
研
究
と
比
肩
す
る
も
の
で
は
な
い
。

広
開
土
王
碑
文
の
内
容
の
な
か
で
も
、
と
く
に
枢
要
の
位
置
を
し
め
る
の
が
広
開

土
王
の
勲
績
記
事
と
王
陵
の
守
墓
役
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
守
墓
人
烟
戸
の
記
事
で

あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
一
定
の
研
究
の
蓄
積
を
み
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
に
ふ

れ
る
よ
う
に
勲
績
記
事
に
関
し
て
は
主
と
し
て
広
開
土
王
の
武
勲
と
し
て
の
領
域

拡
大
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
守
墓
人
烟
戸
条
と
の
関
連
を
意
識
し
た
言

及
は
稀
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
広
開
土
王
の
勲
績
記
事
に
対
し
て
、
出
典
論
的
に

も
関
係
し
、
類
語
が
頻
出
す
る
後
漢
代
の
石
刻
の
用
例
を
参
照
し
て
、
守
墓
人
烟

戸
条
と
有
機
的
な
連
関
の
根
幹
と
し
て
の
勲
績
記
事
の
も
つ
基
本
的
な
意
味
に
つ

い
て
文
化
史
的
な
位
置
づ
け
を
試
み
る
。

一

広
開
土
王
碑
文
の
語
句
に
関
す
る
出
典
論
的
研
究

広
開
土
王
碑
文
の
出
典
論
的
研
究
の
萌
芽
は
、
二
十
世
紀
初
め
の
今
西
龍
に
よ

る
発
言
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
西
は
一
九
一
九
年

大
正
八
）に
行
っ
た

講
演
で
、
広
開
土
王
碑
文
の
守
墓
人
烟
戸
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、「
高
句
麗

人
が
漢
人
に
書
か
せ
た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
」
と
し
て
、
広
開
土
王
碑
文
の
撰
文

に
漢
人
が
関
与
し
、
中
華
世
界
の
思
想
が
背
景
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し

た１
）

。
こ
れ
は
言
い
か
え
る
と
、
広
開
土
王
碑
文
の
出
典
論
と
し
て
は
、
漢
籍
の
知

識
が
存
在
し
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
那
珂
通
世
は
広
開
土
王
陵
碑
に
み
え
る
「
自
上
祖
先
王
以
来
墓
上

不
安
石
致
使
守
墓
人
烟
戸
差
錯
唯
国
岡
上
広
開
土
境
好
太
王
盡
為
祖
先
王
墓
上
立

碑
銘
其
烟
戸
不
令
差
錯
」（
第
Ⅳ
面
）
の
文
意
に
つ
い
て
、
高
句
麗
歴
代
の
王
陵

に
は
石
碑
は
な
か
っ
た
が
、
広
開
土
王
代
に
な
っ
て
、
多
く
の
石
碑
を
立
て
、
守

墓
人
で
あ
る
烟
戸
を
定
め
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本

紀
・
故
国
壌
王
九
年
三
月
条
に
み
え
る
仏
教
の
求
福
に
と
も
な
う
国
社
の
創
設
と

宗
廟
の
修
築
記
事
と
関
連
し
、
こ
の
記
事
の
主
体
は
広
開
土
王
で
の
誤
記
と
み
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
陵
墓
に
対
す
る
対
応
は
仏
教
の
影
響
で
あ
り
、『
三
国
史

記
』
高
句
麗
本
紀
に
み
え
る
夫
余
の
太
后
廟
の
事
例
か
ら
、
仏
教
が
移
入
す
る
ま

で
は
陵
墓
の
制
度
が
極
め
て
簡
素
で
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
た２

）

。

水
谷
悌
二
郎
氏
は
碑
文
の
語
句
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
「
造
渡
」（
第
Ⅰ
面
第

三
行
）
に
は
『
爾
雅
』
釈
水
や
『
詩
経
』
大
雅
大
明
な
ど
に
み
え
る
「
造
舟
」
の

語
を
含
む
内
容
を
典
故
と
し
、「
奴
客
」（
第
Ⅱ
面
第
四
行
）
は
『
後
漢
書
』

憲

伝
や
『
三
国
志
』
魏
書
徳
郭
皇
后
伝
・
蜀
書

竺
伝
な
ど
の
用
例
を
出
典
と
す
る

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
漢
籍
に
よ
る
撰
文
を
想
定
し
た
。
い
っ
ぽ
う
で
広
開
土
王

碑
文
を
新
羅
・
真
興
王
碑
や
『
魏
書
』
百
済
伝
お
よ
び
『
宋
書
』
倭
国
伝
の
文
章

と
比
す
と
、
大
き
な
径
庭
が
あ
る
と
し
、
碑
文
に
は
漢
籍
を
典
拠
と
す
る
辞
句
は

み
え
る
も
の
の
、
漢
魏
六
朝
の
金
石
文
に
み
え
る
雅
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と

し
て
、
高
句
麗
人
に
よ
っ
て
撰
文
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た３

）

。

武
田
幸
男
氏
は
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
「
広
開
土
境
」「
広
開
土
地
」
な
ど
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の
広
開
土
王
の
諡
号
に
関
す
る
語
に
つ
い
て
、「
保
全
土
境
」「
広
開
水
田
」「
広

土
開
境
」（
い
ず
れ
も
出
典
は
『
三
国
志
』）
な
ど
の
類
似
の
語
を
あ
げ
て
、
時
期

的
に
先
行
す
る
中
国
文
献
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
広
開
土
王

陵
碑
文
に
関
し
て
出
典
論
的
に
言
及
し
て
い
る４

）

。

広
開
土
王
碑
文
の
思
想
お
よ
び
信
仰
的
な
背
景
を
論
ず
る
方
向
は
、
碑
文
に
み

え
る
神
話
の
分
析
が
あ
る
が５

）

、
そ
の
後
の
出
典
論
的
検
討
と
し
て
は
川
崎
晃
氏
に

よ
る
研
究
が
あ
る
。
川
崎
氏
は
中
国
古
典
や
正
史
と
の
対
象
検
討
を
行
い
、
出
典

論
的
方
法
に
よ
っ
て
広
開
土
王
陵
碑
の
語
句
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、

広
開
土
王
碑
文
の
語
句
や
文
章
が
『
孟
子
』『
三
国
志
』
を
中
心
と
し
た
漢
籍
を

典
拠
と
し
て
撰
文
さ
れ
、
広
開
土
王
の
勲
功
を
讃
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
語
句
や
文

章
を
選
ん
で
、
儒
教
の
徳
治
主
義
的
な
政
治
思
想
を
受
容
し
、
そ
の
な
か
で
も
と

く
に
孟
子
の
湯
武
放
伐
論
と
王
道
論
に
立
脚
し
て
広
開
土
王
を
中
国
の
聖
君
に
比

し
た
こ
と
を
指
摘
し
た６

）

。

広
開
土
王
碑
の
主
た
る
内
容
の
一
つ
で
あ
る
広
開
土
王
の
事
蹟
の
顕
彰
と
称
揚

が
儒
教
思
想
に
基
づ
く
と
す
る
川
崎
氏
の
研
究
は
本
論
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
裨

益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
明
示
し
た
う
え
で
、
次
に
広
開
土
王
陵
碑
の
内

容
と
語
句
に
対
す
る
出
典
論
的
検
討
に
入
り
た
い
。

二

出
典
・
典
故
か
ら
み
た
守
墓
の
特
質

次
に
広
開
土
王
碑
の
立
碑
目
的
の
一
つ
を
明
示
し
た
第
Ⅳ
面
守
墓
人
烟
戸
条
で

文
脈
上
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
語
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
を
吟
味
す
る
う
え
で
、

守
墓
人
烟
戸
条
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
に
関
わ
る
語
句
と
し
て
、
守

墓
と
「
洒
掃
」
に
あ
た
る
「
守
墓
人
」
の
語
に
つ
い
て
、
出
典
論
的
な
検
討
を
行

い
た
い
。

ま
ず
、「
守
墓
人
」
の
語
に
つ
い
て
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
漢
籍
文
献
で
、
こ

れ
が
現
れ
る
文
献
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
試
み
に
そ
れ
ら
を
あ
げ
る
と
『
明
会
典
』

『
欽
定
大
清
会
典
則
例
』『
太
平
広
記
』
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
編
纂
や
選

定
は
広
開
土
王
碑
の
立
碑
さ
れ
た
五
世
紀
を
大
き
く
下
り
、
あ
る
い
は
説
話
的
な

内
容
を
含
む
。
説
話
に
み
え
る
例
と
し
て
、
試
み
に
『
太
平
広
記
』
に
た
だ
一
箇

所
現
れ
る
守
墓
人
の
例
を
み
る
と
、
死
し
た
僧
・
韜
光
の
身
代
わ
り
と
し
て
、
瓶

の
中
か
ら
声
を
発
し
て
、
生
前
親
交
の
あ
っ
た
僧
・
和
衆
と
言
葉
を
か
わ
す
霊
と

し
て
み
え
て
い
る７

）

。

上
記
の
文
献
の
な
か
で
、
守
墓
人
が
制
度
と
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
管
見
の
限

り
で
は
明
・
清
の
制
度
・
典
礼
や
そ
の
施
行
細
則
で
あ
り
、『
明
会
典
』
に
は
洪

武
三
年
に
各
々
封
爵
官
品
の
差
に
よ
っ
て
、
一
様
に
功
臣
の
守
墓
人
戸
を
給
し
た

と
あ
る８

）

。『
欽
定
大
清
会
典
則
例
』
に
は
順
治
九
年
の
条
に
皇
帝
に
議
を
奏
上
し

た
内
容
の
な
か
に
、
外
藩
た
る
蒙
古
親
王
に
対
し
て
守
墓
人
十
戸
、
郡
王
は
八
戸

と
し
た
な
ど
記
載
が
み
え
る９

）

。

ま
た
、「
守
墓
人
」
の
語
の
基
本
的
意
味
を
な
す
「
守
墓
」
の
語
に
ま
で
広
げ

て
み
る
と
、
正
史
で
は
『
宋
書
』
を
は
じ
め
と
し
て
、『
魏
書
』（
三
箇
所
）『
周

書
』『
南
史
』『
北
史
』（
三
箇
所
）『
隋
書
』『
宋
史
』（
二
箇
所
）『
明
史
』（
三
箇

所
）『
清
史
稿
』（
五
箇
所
）
に
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
広
開
土
王
碑
と
同
時
代
の
記
載
で
「
守
墓
」
の
語
が
み
え
る
の
は
、

五
胡
十
六
国
時
代
の
北
涼
王
で
あ
っ
た
沮
渠
蒙
遜
に
関
わ
る
内
容
で
あ
っ
て
、
彼

が
亡
母
の
た
め
に
王
太
妃
の
礼
を
以
て
葬
送
を
行
い
、「
守
墓
三
十
家
」
を
置
い
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た
と
み
え
て
い
る10

）

。
こ
の
「
守
墓
」
は
「
家
」
の
単
位
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
点
で
は
「
烟
戸
」
と
し
て
み
え
る
広
開
土
王
陵
碑
文
の
「
守
墓
人
」
と

類
似
し
た
戸
単
位
の
徴
発
形
態
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
広
開
土
王
碑
よ
り
は
年
代
が
下
る
が
、
五
八
七
年
に
隋
が
南
朝
の
梁
を

滅
ぼ
し
た
二
年
後
に
は
陳
の
東
揚
州
刺
史
蕭
厳
と
呉
州
刺
史
蕭

が
推
さ
れ
て
隋

に
反
抗
し
て
い
る
。
こ
れ
を
鎮
め
た
隋
は
十
年
後
に
梁
二
主
す
な
わ
ち
梁
の
宣

帝
・
蕭

の
子
で
あ
る
蕭
厳
と
明
帝
・
蕭

の
子
の
蕭

に
各
々
の
守
墓
十

を

給
い
、
梁
の
後
主
・
蕭

に
は
柱
国
を
拝
し
、

国
公
の
爵
位
を
賜
っ
た
、
と
あ

る11
）

。こ
れ
ら
を
要
す
る
に
「
守
墓
人
」
は
前
述
の
清
代
の
事
例
の
以
外
で
は
、
五
胡

十
六
国
の
北
涼
王
沮
渠
蒙
遜
が
亡
母
の
墓
に
対
し
て
王
太
妃
の
禮
と
し
て
置
い
た

例
や
隋
の
文
帝
が
南
朝
・
後
梁
の
皇
子
に
与
え
た
と
い
う
例
が
知
ら
れ
、
礼
制
の

一
環
と
し
て
墓
を
守
護
す
る
た
め
に
、
戸
単
位
の
集
団
が
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
一
般
的
制
度
と
い
う
よ
り
は
上
記
二
例
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
皇
族
な
ど
を
対
象
と
し
て
特
定
個
人
の
墓
に
対
す
る
特
別
な
処
遇
と
し
て

置
か
れ
た
も
の
が
守
墓
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

い
っ
ぽ
う
漢
訳
仏
典
で
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
「
守
墓
人
」
の
用
例
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
れ
は
大
衆
部
の
伝
え
る
律
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
四
大
律
の
一
つ
で
あ
る

『
摩
訶
僧

律
』
に
み
え
る
守
墓
人
に
関
す
る
話
柄
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
出
家
者

が
衣
を
求
め
る
際
の
問
答
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。
も
し
、
阿
練
若

す
な
わ
ち
静
寂
の
場
所
あ
る
い
は
山
林
に
な
け
れ
ば
、
塚
（
墓
）
の
間
に
至
り
、

そ
の
守
墓
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
時
は
「
私
は
弊
衣
を
拾
お
う
と
し
て
い
る
」
と
言

い
な
さ
い
。
も
し
、
守
墓
人
が
こ
れ
を
取
ら
せ
て
、「
取
れ
ば
私
に
示
し
な
さ
い
」

と
い
え
ば
、
比
丘
は
「
今
ま
さ
に
こ
れ
を
取
っ
て
示
そ
う
と
し
た
」
と
言
っ
た12

）

。

こ
こ
で
は
墓
の
間
に
落
ち
て
い
る
弊
衣
を
め
ぐ
る
比
丘
と
の
会
話
の
相
手
と
し
て
、

「
守
墓
人
」
が
み
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
話
柄
か
ら
み
て
、
制
度
的
職
制
と
し
て

の
守
墓
人
で
は
な
く
、
た
ん
に
墓
を
守
る
人
と
い
う
一
般
的
な
語
と
考
え
ら
れ
る
。

「
洒
掃
」
の
語
に
つ
い
て
は
川
崎
晃
氏
に
よ
る
出
典
論
的
研
究
の
な
か
で
、「
洒

掃
穹
室
」（『
詩
経
』

風
・
東
山
）「
洒
掃
廷
内
」（『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
之

什
・
抑
）「
於

洒
掃
」（『
詩
経
』
小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
伐
木
）「
當
洒
掃
」（『
論

語
』
巻
十
・
子
張
第
十
九
編
）「
當
洒
掃
墳

」（『
三
国
志
』
蜀
書
蔣

伝
）
な

ど
の
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る13

）

。

こ
れ
ら
の
な
か
で
、
具
体
的
な
洒
掃
の
意
味
を
示
す
も
の
と
し
て
『
論
語
』
子

張
第
十
九
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、「
子
游
曰
く
、
子
夏
の
門
人
小

子
、
洒
掃
・
応
対
・
進
退
に
当
り
て
は
則
ち
可
な
り
。
抑
末
な
り
。
之
に
本
づ
く

れ
ば
則
ち
無
し
。
之
を
如
何
。
子
夏
之
を
聞
き
て
曰
く
、
噫
、
言
游
過
て
り
。
君

子
の
道
は
孰
れ
を
か
先
に
伝
え
、
孰
れ
を
か
後
に
倦
ま
ん
。
諸
を
草
木
の
区
し
て

以
て
別
つ
に
譬
う
。
君
子
の
道
は
焉
ん
ぞ
誣
う
べ
け
ん
や
。
始
有
り
卒
あ
る
者
は
、

其
れ
唯
聖
人
か
」
と
あ
り
、
現
在
も
用
い
ら
れ
る
掃
除
と
来
客
の
接
待
な
ど
の
若

者
が
学
ぶ
べ
き
作
法
た
る
「
洒
掃
応
対
」
の
語
の
典
故
と
し
て
知
ら
れ
る14

）

。
こ
こ

で
は
子
游
が
、
子
夏
の
年
少
の
門
人
達
は
、
掃
除
や
応
対
や
立
居
振
舞
に
つ
い
て

は
可
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
枝
葉
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
こ
と
で

は
な
く
、
こ
れ
は
い
か
が
な
も
の
か
と
問
う
と
、
こ
れ
を
聞
い
た
子
夏
は
、
子
游

は
間
違
っ
て
い
る
。
君
子
を
養
成
す
る
の
に
、
何
を
先
に
し
、
何
を
後
に
し
て
怠

る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
譬
え
ば
草
木
を
育
て
る
時
は
、
時
節
に
応
じ
て
徐
々
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に
育
て
方
を
変
え
て
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
君
子
の
道
に
は
ご
ま
か
せ
る
も

の
で
は
な
い
。
す
べ
て
備
わ
る
の
は
、
た
だ
聖
人
だ
け
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
洒
掃
の
対
象
と
意
味
を
示
す
も
の
と
し
て
後
漢
の
陳
蕃
の
話
が
あ

る
。
陳
蕃
は
十
五
歳
の
と
き
、
一
室
に
閑
居
し
、
庭
も
軒
先
も
荒
れ
果
て
る
ま
ま

に
し
て
い
た
。
父
の
友
人
で
あ
る

勤
が
訪
ね
て
き
て
、「

子
、
何
ぞ
洒
掃
し

て
以
っ
て
賓
客
を
待
た
ざ
る
」、
す
な
わ
ち
、
君
は
な
ぜ
清
掃
し
て
、
賓
客
た
る

父
の
友
人
の
私
を
接
待
し
な
い
の
だ
、
言
っ
た
。
陳
蕃
は
大
丈
夫
た
る
者
の
処
世

は
、
天
下
を
掃
除
す
る
こ
と
に
あ
り
、
ど
う
し
て
一
室
だ
け
に
安
ん
じ
て
お
ら
れ

よ
う
か
と
い
う
と
、

勤
は
陳
蕃
に
世
を
清
く
す
る
志
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
こ

れ
を
非
凡
で
あ
る
と
し
た15

）

。

ま
た
、
三
国
時
代
の
例
と
し
て
は
、
諸
葛
亮
に
後
事
を
託
さ
れ
た
蔣

の
子
で

あ
る
蔣
斌
が
綏
武
将
軍
・
漢
城
護
軍
と
な
っ
た
が
、
魏
の
代
将
軍
・
鍾
会
が
漢
城

に
到
達
し
た
時
、
蔣
斌
に
書
を
送
っ
て
礼
を
尽
く
し
、
西
方
に
着
い
た
な
ら
ば
蔣

の
墳

を
洒
掃
し
て
、
祭
祀
し
、
敬
意
を
表
し
た
い
、
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
蔣

斌
は
返
書
し
て
、
墓
の
場
所
を
知
ら
せ
、
謝
す
る
と
と
も
に
孔
子
に
対
す
る
顔
回

の
仁
愛
を
あ
げ
て
、
亡
父
へ
の
追
慕
の
情
を
つ
の
ら
せ
た
こ
と
を
し
た
た
め
た
。

鍾
会
は
そ
の
意
を
嘉
し
て
、
蔣

の
墳

で
あ
る

県
に
着
く
と
、
書
し
た
こ
と

を
行
っ
た16

）

。
こ
こ
で
は
敵
対
す
る
蜀
と
魏
の
将
軍
同
士
の
や
り
と
り
の
な
か
で
、

相
手
に
対
す
る
礼
を
尽
く
す
行
為
と
し
て
、
亡
父
の
墓
を
「
洒
掃
」
し
て
祭
祀
す

る
こ
と
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
経
書
で
は
大
切
な
賓
客
を
迎
え
る
際
し
て
、
ま
た
、
墓
に
対
し
て

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
と
な
る
人
に
敬
意
を
表
す
る
た
め
の
行
為
と
し
て

「
洒
掃
」
の
一
つ
の
意
味
が
あ
り
、
広
義
に
は
儒
教
的
な
礼
の
顕
現
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
仏
典
に
も
「
洒
掃
」
の
語
は
み
え
、
原
始
仏
典
と
い
わ
れ
る
も
の

の
漢
訳
語
の
な
か
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
用
字
よ
り
む
し
ろ
、
行
為
と
し
て

の
清
掃
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
増
壹
阿
含
経
』
で
は
、
仏
塔
を
管

理
し
、
清
掃
す
る
こ
と
の
功
徳
が
説
か
れ
、
ま
た
、
仏
塔
を
破
壊
す
る
も
の
は
阿

鼻
地
獄
に
堕
ち
る
と
説
か
れ
て
い
る17

）

。
清
掃
の
功
徳
を
説
く
経
文
は
多
い
が
、
典

型
と
し
て
『
大
般
涅
槃
経
』
を
あ
げ
る
と
、
釈
迦
が
無
畏
菩
薩
に
説
い
た

の
な

か
に
「
仏
僧
の
地
を
塗
掃
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
不
動
国
に
生
ぜ
ん
」
と
あ
り18

）

、
清

掃
行
為
の
功
徳
を
説
い
て
い
る
。

ま
た
、
原
始
仏
典
で
は
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
に
典
型
的
に
現
れ
る
よ

う
に
、
貧
し
い
木
こ
り
が
塔
の
庭
に
生
え
た
草
を
引
い
て
、
清
掃
を
し
て
浄
信
を

起
こ
し
て
誓
願
し
た
り19

）

、
沙
門
た
ち
の
作
事
と
し
て

波
所
す
な
わ
ち
塔
の
工

事
や
清
掃
を
行
う
と
あ
る20

）

。
こ
の
よ
う
に
仏
塔
を
清
掃
す
る
こ
と
は
、
古
代
イ
ン

ド
の
労
働
観
や
職
業
観
か
ら
見
た
時
、
賤
業
の
部
類
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
宗
教
的
に
は
高
い
価
値
を
も
つ
と
し
て
昻
揚
さ
れ
、
と
く
に
清
掃
行
為
は

仏
塔
に
関
わ
っ
た
時
に
聖
視
さ
れ
る
と
い
う21

）

。
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
の

古
代
の
仏
教
説
話
に
も
清
掃
は
功
徳
と
し
て
現
れ
る22

）

。

た
だ
し
、
従
来
か
ら
広
開
土
王
碑
文
に
は
明
ら
か
に
仏
典
を
典
拠
と
す
る
語
の

存
在
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
勘
案
し
、
功
徳
を
説
く
用
法
か
ら
み
て
も
、

こ
の
語
が
仏
典
を
出
典
と
し
た
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。

用
字
に
お
い
て
も
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
内
容
も
仏
典
と
は
異
な
り
、
む
し

ろ
さ
き
に
み
た
経
書
や
正
史
に
み
え
る
よ
う
な
「
洒
掃
」
が
敬
礼
す
べ
き
墓
な
ど

を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
広
開
土
王
碑
文
の
「
洒
掃
」
は
儒
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教
的
な
礼
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
習
俗
を
も
と
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
碑
文
の
第
Ⅳ
面
に
み
え
る
そ
の
他
の
語
で
は
、「
雖
有
富
足
之
者

亦
不
得
擅
買
」
の
「
富
足
」
の
語
は
そ
の
も
の
の
意
味
と
し
て
は
、
富
ん
で
満
ち

足
り
る
こ
と
で
あ
り
、
至
極
一
般
的
な
語
と
思
わ
れ
る
が
、
史
籍
に
は
存
外
に
用

例
が
少
な
い
。
周
知
の
用
例
と
し
て
は
、
後
漢
・
王
符
の
『
潜
夫
論
』
の
「
礼
儀

は
富
足
に
生
ず
、
盗
賊
は
飢
寒
よ
り
起
こ
る
」
が
知
ら
れ
る23

）

。
す
な
わ
ち
、
国
が

豊
か
に
な
っ
て
生
活
に
ゆ
と
り
が
出
れ
ば
、
人
々
は
自
（
お
の
）
ず
と
礼
儀
を
重

ん
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
盗
賊
は
飢
え
と
寒
さ
に
よ
る
の
で
あ
る
、
と

し
て
、
為
政
者
の
務
め
を
説
く
。

そ
の
他
に
は
曹
魏
の
司
馬
芝
が
大
司
農
に
な
っ
た
時
、
農
政
に
関
す
る
上
奏
の

な
か
に
、
天
子
が
四
海
の
内
を
も
っ
て
家
と
す
る
こ
と
を
説
く
の
に
『
論
語
』
顔

淵
篇
を
引
い
て
、
百
姓
が
満
ち
足
り
な
け
れ
ば
、
君
主
は
誰
と
足
り
る
の
か
と
あ

る
の
を
あ
げ
、「
富
足
之
田
」
す
な
わ
ち
富
裕
充
足
の
田
は
、
天
の
与
え
る
時
を

失
わ
ず
、
地
力
を
尽
く
す
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る24

）

。

ま
た
、「
其
有
違
令
売
者
刑
之
買
人
制
令
守
墓
之
」
に
み
え
る
「
制
令
」
は
、

「
買
う
人
は
制
令
し
て
、
こ
れ
を
守
墓
す25

）

」
ま
た
は
「
買
う
人
は
制
し
て
、
こ
れ

を
守
墓
せ
し
む
」
と
釈
読
さ
れ
、
前
者
の
読
み
で
は
「
制
令
」
は
制
度
法
令
・
法

度
な
ど
の
意
味
の
語
で
あ
り
、
そ
の
用
例
と
し
て
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年

に
み
え
る
趙
孟
の
言
の
な
か
に
「
こ
れ
が
表
旗
を
あ
げ
、
こ
れ
が
制
令
を
著
わ

し
」
の
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
令
」
は
使
役
を
含
意
す
る
語
と
し
て
の
「
制
令
」
で
あ

る
が
、
守
墓
人
烟
戸
条
で
は
、
こ
の
文
章
の
前
に
「
又
制
守
墓
人
自
今
以
後
」
に

続
く
文
章
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
又
、
制
す
」
と
し
て
以
下
の
内
容
を
規
定
し
て
い

る
こ
と
も
勘
案
す
る
と
、「
制
令
」
も
「
制
し
て
…
せ
し
む
」
と
い
う
釈
読
を
と

り
た
い
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
以
下
に
整
理
す
る
と
、「
守
墓
人
」
の
語
は
中
国
史
籍
に

は
稀
な
語
で
あ
り
、
碑
文
に
み
え
る
よ
う
な
政
府
や
為
政
者
に
よ
る
制
度
的
な

「
守
墓
人
」
は
管
見
で
は
明
・
清
時
代
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
広
開
土
王
碑
の

立
碑
以
前
の
中
国
史
料
・
文
献
で
は
葬
祭
の
習
俗
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
制

度
と
し
て
施
行
さ
れ
た
例
は
知
り
え
ず
、
同
義
の
語
と
し
て
は
「
守
墓
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
わ
ず
か
に
仏
典
に
も
「
守
墓
人
」
の
語
が
み
え
る
が
、

制
度
と
し
て
の
用
例
で
は
な
く
、
墓
を
守
る
人
と
し
て
の
一
般
名
詞
的
な
用
法
で

あ
り
、
広
開
土
王
碑
文
に
は
仏
典
を
典
拠
と
す
る
語
が
顕
著
で
な
い
こ
と
を
勘
案

す
る
と
、「
守
墓
人
」
の
語
も
仏
典
に
依
拠
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

「
洒
掃
」
は
一
般
的
な
語
で
は
あ
る
が
、
経
書
や
史
料
で
は
、
そ
こ
を
訪
れ
る

人
や
そ
の
墓
に
対
す
る
敬
意
の
場
合
、
そ
の
発
露
た
る
行
為
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。「
洒
掃
」
の
語
は
仏
典
に
も
現
れ
る
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
職
業
観

と
し
て
は
卑
賤
な
も
の
と
さ
れ
、
仏
塔
な
ど
に
関
す
る
場
合
に
は
宗
教
的
な
位
置

づ
け
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
仏
典
に
み
え
る
語
が
広
開

土
王
碑
文
に
み
え
る
制
度
的
な
「
守
墓
人
」
の
行
う
「
洒
掃
」
行
為
と
関
連
す
る

と
は
考
え
に
く
い
。

そ
の
他
で
は
「
富
足
」
も
一
般
的
な
語
で
は
あ
る
が
、
広
開
土
王
陵
碑
文
の
立

碑
年
代
よ
り
編
纂
年
次
が
遡
る
史
料
で
は
、
た
ん
に
満
ち
足
り
る
と
い
う
意
味
そ

の
も
の
よ
り
は
、
儒
教
的
な
礼
に
関
す
る
文
脈
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。「

制
令
」
は
こ
れ
ら
で
熟
語
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
も
一
般
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的
な
語
で
は
な
い
が
、
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
「
制
令
守
墓
之
」
と
類
似
し
た

語
の
構
成
の
文
が
『
春
秋
』『
史
記
』
な
ど
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

用
例
と
用
法
を
典
拠
と
し
て
、
こ
の
部
分
が
成
文
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
語
句
の
出
典
論
的
な
検
討
か
ら
は
、
広
開
土
王
陵
碑
の
立
碑
目

的
た
る
高
句
麗
王
陵
の
永
遠
な
る
保
全
に
関
わ
る
広
開
土
王
陵
碑
文
第
Ⅳ
面
の
守

墓
人
烟
戸
条
に
み
え
る
語
に
つ
い
て
、
中
国
史
籍
や
仏
典
を
検
ず
る
に
、
広
開
土

王
陵
碑
文
の
他
の
語
句
に
仏
典
を
依
拠
と
す
る
語
が
顕
著
で
な
く
、
経
書
や
正
史

に
み
え
る
儒
教
的
な
礼
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
慣
習
を
背
景
と
し
て
い
る
と
み
て
よ

か
ろ
う
。
そ
し
て
、
別
に
論
じ
た
よ
う
に
広
開
土
王
陵
碑
第
Ⅳ
面
の
守
墓
人
烟
戸

条
に
は
祖
先
に
対
す
る
追
孝
の
意
味
を
も
つ
王
陵
の
保
全
が
記
さ
れ26

）

、
あ
わ
せ
て

礼
に
関
わ
る
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
内
容
的
に
も
文
脈
上
も
整
合
性
を

も
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
祖
先
王
の
守
墓
を
主
た
る
立
碑
目
的
と
し

て
い
る
広
開
土
王
碑
そ
の
も
の
が
儒
教
的
思
想
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
し

た
。

三

勲
績
顕
示
記
事
の
位
置
づ
け

広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
勲
績
記
事
の
な
か
で
も
、
勲
績
の
語
句
そ
の
も
の
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
第
Ⅰ
面
の
「
遷
就
山
陵
於
是
立
碑
銘
記
勲
績
以
示
後
世

焉
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
の
語
に
示
さ
れ
る
広
開
土
王
の
一
義
的
な
勲
績
は

碑
文
の
八
条
か
ら
な
る
紀
年
記
事
を
中
心
と
し
て
広
開
土
王
が
略
来
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
実
現
し
た
支
配
領
域
の
拡
大
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

こ
と
は
広
開
土
王
碑
文
理
解
の
定
点
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
広
開
土
王
碑
の
勲
績
記
事
を
受
け
て
、
こ
れ
と
継
起
的
に
関
連
す
る
内

容
と
し
て
は
第
Ⅳ
面
に
み
え
る
「
唯
国
岡
上
広
開
土
境
好
太
王
尽
為
祖
先
王
墓
上

立
碑
銘
其
烟
戸
不
令
差
錯
」

第
Ⅳ
面
八
行
十
四
〜
四
一
字
）
と
い
う
部
分
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
広
開
土
王
陵
を
造
営
し
て
、
こ
こ
に
碑
を
建
て
て
勲
績
を

銘
記
し
て
後
世
に
示
し
、
祖
先
王
の
墓
の
ほ
と
り
に
碑
を
立
て
て
、
広
開
土
王
陵

と
と
も
に
そ
れ
ら
の
守
墓
を
行
う
烟
戸
の
混
乱
が
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
内

容
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
勲
績
記
事
に
つ
い
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
広
開
土
王
の
略
取

し
た
領
域
な
ど
に
関
し
て
は
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
理
念
的

基
盤
と
な
る
べ
き
勲
績
記
事
の
碑
文
に
お
け
る
意
味
ひ
い
て
は
勲
績
記
事
を
碑
文

に
銘
示
す
る
こ
と
の
意
義
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
論
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
碑
文
そ
の
も
の
の
内
容
の
み
か
ら
は
検
討
が
難
し
い
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
中
国
で
は
後
漢
代
以
降
に
墓
碑
に
死
者
の
勲
績
を
記
す
こ
と
に
よ
る

頌
徳
の
行
為
が
盛
行
す
る
。
こ
の
種
の
碑
文
に
は
勲
績
を
銘
記
す
る
旨
の
語
が
散

見
さ
れ
、
語
句
と
意
味
の
類
型
と
し
て
は
広
開
土
王
碑
の
勲
績
を
示
す
語
と
あ
い

通
じ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
広
開
土
王
の
勲
績
記
事
を
後
漢
代
以
降
の
墓
碑
等
の
勲

績
顕
彰
・
頌
徳
の
文
章
や
内
容
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
開
土
王
碑
文
の

勲
績
記
事
の
出
典
論
的
か
つ
思
想
的
系
譜
を
検
討
し
、
さ
ら
に
は
広
開
土
王
碑
文

に
お
け
る
勲
績
記
事
の
位
置
づ
け
と
意
味
を
考
察
す
る
。

広
開
土
王
碑
文
の
勲
績
記
事
の
属
性
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
広
開
土
王
碑
文

の
勲
績
記
事
に
関
す
る
主
な
見
解
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

広
開
土
王
碑
の
勲
績
記
事
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
略
取
し
た
領
域
に
関
す
る
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検
討
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
広
開
土
王
碑
文
に
記
さ
れ
た
八
条
か
ら
な
る
紀
年
記

事
は
文
型
と
し
て
「
王
躬
率
」
型
か
「
教
遣
」
型
の
い
ず
れ
か
に
属
し
、
親
征
の

場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
を
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
王
の
勲
績
を
強
調
す
る
た
め
の

常
套
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
さ
れ
て
い
る27

）

。

こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
広
開
土
王
の
勳
績
の
内
容
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
研
究
の
中
心
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
学
史
的
な
位
置
を
占
め
る
研

究
と
し
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
武
田
幸
男
氏
の
論
考
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

広
開
土
王
碑
の
研
究
の
主
要
な
論
点
と
し
て
、
当
時
の
国
際
関
係
を
検
討
す
る
起

点
と
し
て
、
広
開
土
王
碑
文
が
後
世
に
示
そ
う
と
し
た
勳
績
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
お
こ
し
、
広
開
土
王
碑
文
中
の
「
永
楽
太
王
」
す
な

わ
ち
広
開
土
王
の
勳
績
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
、
高
句
麗
の
主
権
を
体
現
す
る
軍

事
的
君
主
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
高
句
麗
お
よ
び
東
ア
ジ

ア
の
視
点
か
ら
広
開
土
王
碑
文
が
後
世
に
示
そ
う
と
し
た
「
勳
績
」
の
内
容
と
し

て
、
広
開
土
王
が
実
現
し
た
領
域
支
配
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た28

）

。

李
成
市
氏
は
広
開
土
王
碑
文
の
勲
績
記
事
は
広
開
土
王
の
偉
大
な
業
績
を
た
ん

に
書
き
連
ね
た
の
で
は
な
く
、
内
容
的
に
は
広
開
土
王
自
身
の
国
土
拡
大
に
関
わ

る
武
勲
に
限
定
さ
れ
、
あ
く
ま
で
も
守
墓
役
体
制
の
護
持
を
め
ざ
す
文
章
の
前
提

と
し
て
要
請
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
決
し
て
広
開
土
王
の
武
勲
の
み
を
讃
え
る
こ

と
の
み
が
目
的
で
は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
広
開
土
王
の
武
勲
そ
れ
自
体
が

意
味
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
広
開
土
王
の
武
勲
に
よ
っ
て
守
墓
人
が
拡
大
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
高
句
麗
王
を
中
心
と
し
た
秩
序
構
造
を
根
拠
と
す
る

こ
と
を
示
し
、
広
開
土
王
陵
と
そ
の
守
墓
人
の
関
係
を
必
然
化
さ
せ
る
意
味
が
あ

る
と
す
る29

）

。

い
っ
ぽ
う
、
広
開
土
王
碑
文
に
勳
績
が
記
さ
れ
る
こ
と
の
一
義
的
意
味
お
よ
び

そ
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
広
開
土
王
の
勳

績
の
思
想
史
的
な
い
し
文
化
史
的
意
味
に
関
し
て
の
言
及
は
学
史
的
に
も
少
な
い

が
、
そ
の
な
か
で
那
珂
通
世
は
諡
号
に
み
え
る
「
広
開
土
境
」
は
広
開
土
王
の

「
功
業
ヲ
讃
揚
セ
ル
」「
美
号
」
で
あ
る
と
し
た30

）

。
こ
れ
を
受
け
て
武
田
幸
男
氏
は

広
開
土
王
碑
文
に
記
さ
れ
た
後
世
に
示
す
べ
き
勳
績
の
集
約
的
な
表
現
で
あ
る
と

し
、
あ
わ
せ
て
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
広
開
土
境
」
の
語
に
関
し
て
は
広
開
土

王
碑
文
に
み
え
る
「
広
開
土
地
」
な
ど
の
広
開
土
王
の
諡
号
に
関
す
る
語
と
と
も

に
、「
保
全
土
境
」「
広
開
水
田
」「
広
土
開
境
」（
い
ず
れ
も
出
典
は
『
三
国
志
』）

な
ど
の
類
似
の
語
を
あ
げ
て
、
時
期
的
に
先
行
す
る
中
国
文
献
に
留
意
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
指
摘
し
た31

）

。
こ
れ
ら
の
見
解
は
勲
績
記
事
と
関
わ
る
王
号
の
検
討
方

法
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
広
開
土
王
の
諡
号
に
関
し
て
、「
広
開
土
境
」
を
中
心
と
し
て
、

そ
れ
が
象
徴
す
る
勳
績
に
関
し
て
注
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
勳
績
を

碑
文
に
銘
記
す
る
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
ほ
と

ん
ど
関
心
が
も
た
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

い
っ
ぽ
う
で
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
広
開
土
王
碑
の
立
碑
位
置
や
碑
文
の
内

容
に
関
し
て
中
国
の
思
想
的
習
俗
と
の
比
較
に
よ
っ
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
碑
文
の
文
末
に
み
え
る
「
於
是
立
碑
銘
記
勲
績
以
示
後
世
」
の
文

か
ら
、
広
開
土
王
陵
碑
が
王
の
勲
績
碑
す
な
わ
ち
中
華
世
界
で
は
墓
側
に
立
て
ら

れ
た
神
道
碑
で
あ
る
と
み
て
、
そ
の
位
置
が
将
軍
塚
の
東
南
方
に
あ
り
、
こ
れ
は

中
国
の
神
道
碑
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
開
土
王
陵
を
将
軍
塚
に
否
定
す
る

根
拠
と
す
る
と
と
も
に
、
中
国
正
史
に
み
え
る
高
句
麗
に
お
け
る
五
経
な
ど
の
流
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布
に
よ
る
「
漢
文
化
」
に
対
す
る
積
極
的
な
受
容
と
い
う
背
景
を
重
視
す
る
見
方

も
あ
る32

）

。

そ
の
後
、
広
開
土
王
陵
碑
文
の
語
句
や
文
章
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
「
顧
命
」

（
第
Ⅰ
面
第
四
行
）
は
『
書
経
』
の
篇
名
、「
昊
天
不
弔
」（
第
Ⅰ
面
第
五
〜
六
行
）

は
「
不
弔
昊
天
」
や
「
洒
掃
」（
第
Ⅳ
面
第
五
行
か
ら
六
行
）
は
『
詩
経
』、「
躰

率
」（
第
Ⅰ
面
第
七
行
他
）
は
『
史
記
』『
漢
書
』
な
ど
、「
不
軌
」（
第
Ⅲ
面
第
三

行
）
は
『
左
伝
』
な
ど
の
よ
う
に
経
書
や
史
書
を
出
典
と
し
て
お
り
、
そ
の
他
に

も
『
孟
子
』『
三
国
志
』
な
ど
を
典
拠
と
し
て
撰
文
さ
れ
、
広
開
土
王
の
勲
功
を

讃
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
語
句
や
文
章
を
選
ん
で
、
儒
教
の
徳
治
主
義
的
な
政
治
思

想
を
受
容
し
、
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
孟
子
の
湯
武
放
伐
論
と
王
道
論
に
立
脚
し

て
広
開
土
王
を
中
国
の
聖
君
に
比
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る33

）

。

他
の
視
点
と
し
て
、
広
開
土
王
碑
文
に
記
さ
れ
た
守
墓
役
体
制
の
創
出
過
程
に

お
い
て
王
命
を
意
味
す
る
「
教
」
の
語
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
王
の
意
思
が
法
制
化
し
て
い
く
と
す
る
見
方
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
方

法
は
後
漢
の
桓
帝
の
時
に
、
魯
の
乙
瑛
の
請
願
を
受
け
て
、
孔
子
廟
を
守
ら
せ
る

経
緯
を
記
し
、
こ
の
件
に
関
与
し
た
人
々
の
功
績
を
称
え
た
内
容
を
公
文
書
を
そ

の
ま
ま
の
形
式
で
刻
し
た
後
漢
・
永
興
元
年
（
一
五
三
）
銘
の
乙
瑛
碑
を
参
照
す

る
と
、
広
開
土
王
碑
も
同
様
に
石
刻
文
書
の
性
格
を
備
え
て
お
り
、
漢
代
に
は
必

ず
し
も
一
般
的
で
な
い
略
字
や
用
字
法
も
含
め
て
漢
代
に
源
流
を
も
つ
漢
字
文
化

を
受
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る34

）

。

こ
の
研
究
は
後
漢
代
の
石
刻
銘
文
に
広
開
土
王
碑
文
と
の
類
語
や
共
通
す
る
文

章
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
出
典
論
的
な
方
法
に
よ
っ
て
広
開
土
王
碑
文
の
用
字

と
内
容
を
吟
味
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
論
で
用
い
た
方
法
の
先

と
な
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
用
字
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
漢
代
に
は
碑
文
に
勳
績
を
刻
す
こ
と

は
、
後
漢
代
以
降
の
金
石
文
で
は
「
勒
勳
」
な
ど
の
語
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
特

定
の
人
物
を
碑
文
に
よ
っ
て
顕
彰
す
る
こ
と
を
象
徴
す
る
定
型
句
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
語
が
存
在
す
る
ほ
ど
に
碑
文
に
よ
る
人
物
の
称
揚
は
儒
教
的
行
為
と
し
て

ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
。
次
項
で
は
金
石
文
や
史
書
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
勒

勳
」
の
内
容
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
が
指
し
示
す
具
体
的
な
様
態
を
示
し
て
み
た

い
。

四

中
国
文
献
・
石
刻
に
み
え
る
勲
績
顕
示
記
事
と
そ
の
意
味

碑
を
立
て
て
、
人
物
の
勳
績
を
刻
し
、
あ
る
い
は
頌
徳
を
行
う
こ
と
は
後
漢
代

に
盛
行
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
『
文
心

龍
』
誄
碑
に
後
漢
以
来
よ
り
碑

が
起

こ
っ
た
と
い
う
と
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
に
加
え35

）

、
実
際
の
石
碑
・
石
刻
も
後
漢

の
紀
年
を
有
す
る
資
料
が
多
く
知
ら
れ
て
い
る36

）

。
こ
の
よ
う
な
後
漢
代
の
紀
年
を

も
つ
石
刻
は
九
十
例
あ
ま
り
が
数
え
ら
れ
る
と
い
い
、
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
時
期

の
さ
か
の
ぼ
る
例
は
建
武
二
八
年
（
五
二
）
の
「
三
老
諱
字
忌
日
記
」
と
さ
れ
、

も
っ
と
も
遅
い
も
の
は
建
安
二
一
年
（
二
一
七
）
の
「
綏
民
校
尉
熊
君
碑
」
と
み

ら
れ
て
い
る37

）

。
ま
た
、
墓
碑
と
し
て
ほ
ぼ
全
文
が
判
明
す
る
例
と
し
て
は
永
建
六

年
（
一
三
一
）
銘
国
三
老
袁
良
碑
が
最
古
の
も
の
と
み
ら
れ
て
お
り38

）

、
こ
の
後
、

西
暦
百
六
十
年
前
後
か
ら
諱
・
字
や
祖
先
の
系
譜
か
ら
始
ま
る
一
定
の
書
式
を
と

る
よ
う
に
な
る
と
す
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る39

）

。

い
っ
ぽ
う
『
文
心

龍
』
誄
碑
に
は
「
ま
た
宗
廟
に
碑
あ
り
。
こ
れ
を
両

に

一
四
七

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）



樹
（
た
）
つ
。
事
は
牲
を
麗
（
つ
な
）
ぐ
に
止
ま
り
、
未
だ
勲
績
を
勒
せ
ず
。
し

か
る
に
庸
器
漸
く
缺
く
、
故
に
後
代
に
は
碑
を
も
ち
う
」
と
あ
り
、
祖
先
祭
祀
の

た
め
の
廟
に
あ
る
柱
に
は
祭
祀
用
の
犠
牲
を
繫
ぎ
と
め
る
だ
け
で
、
未
だ
人
の
勲

功
業
績
を
刻
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
勲
績
を
刻
す
青
銅
器
が
次
第
に
な
く
な
っ

て
き
た
の
で
、
後
世
に
は
碑
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る40

）

。

同
じ
く
立
碑
と
撰
文
に
つ
い
て
は
、「
こ
れ
を
も
っ
て
石
に
勒
し
て
勲
を
讃
む

る
者
は
銘
の
域
に
入
り
」
と
し
、
す
な
わ
ち
、
石
に
刻
し
て
勲
功
を
称
賛
す
れ
ば
、

そ
の
文
は
銘
の
域
に
入
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
賛
に
い
わ
く
と
し
て
「
遠
き
を

写
し
、
虚
を
追
い
、
碑
誄
以
て
立
つ
。
徳
を
銘
し
、
行
を
纂
（
あ
つ
）
め
、
光
采

充
（
ま
こ
と
）
に
集
ま
る
」
と
あ
り
、
遠
い
過
去
を
写
し
、
故
人
を
偲
ん
で
、
碑

と
誄
を
立
て
る
の
で
あ
り
、
徳
を
銘
し
て
、
行
い
を
纂
（
あ
つ
め
）、
文
の
彩
り

が
集
ま
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
文
心

龍
』
は
前
近
代
の
文
学
と
し
て
の
言
及
で
あ
る
た
め
、
こ
の
言
辞
を

検
証
す
る
た
め
に
は
実
際
の
史
・
資
料
の
内
容
に
よ
る
検
証
が
必
要
と
な
ろ
う
。

漢
代
以
降
の
石
刻
に
よ
る
人
物
の
検
証
に
関
し
て
は
、
す
で
に
石
刻
や
史
書
を
あ

げ
て
、
そ
の
展
開
様
相
を
実
証
的
に
示
し
た
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
表

墓
す
な
わ
ち
墓
に
刻
文
を
し
た
り
、
図
像
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
物
を
顕
彰
す

る
こ
と
は
前
漢
代
後
半
に
創
始
さ
れ
、
い
ず
れ
も
後
漢
代
に
盛
行
し
、
行
為
主
体

も
皇
帝
か
ら
地
方
長
官
ま
で
広
が
り
、
そ
れ
に
と
も
な
い
顕
彰
の
対
象
も
廷
臣
か

ら
在
野
の
賢
人
や
烈
女
な
ど
に
も
及
ん
で
い
く
と
説
か
れ
て
い
る41

）

。

こ
の
よ
う
な
業
績
に
導
か
れ
つ
つ
、
以
下
で
は
勲
績
を
勒
す
、
す
な
わ
ち
金
石

な
ど
に
刻
す
た
め
の
碑
に
関
し
て
、
広
開
土
王
碑
文
の
内
容
と
関
連
す
る
史
書
や

石
刻
の
記
載
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

さ
き
に
み
た
後
漢
代
の
墓
碑
は
時
期
に
よ
っ
て
内
容
が
変
化
し
て
い
く
が
、
と

く
に
二
世
紀
前
半
頃
を
中
心
と
し
て
、
墓
主
の
功
徳
や
勲
績
を
ほ
め
た
た
え
る
頌

徳
の
文
章
が
盛
行
す
る
。

た
と
え
ば
永
建
六
年
（
一
三
一
）
銘
の
国
三
老
袁
良
碑
に
は
「
民
被
沢
艶
畿
義

大
本
徳
、
曜
其

、
□
煌
煌
数
万
世
」
と
あ
り
、
袁
良
か
ら
民
が
被
っ
た
徳
を
称

揚
し
、
そ
れ
を
碑

に
し
て
輝
か
せ
、
そ
の
煌
々
た
る
こ
と
が
永
遠
で
あ
る
こ
と

を
記
し
て
い
る42

）

。
ま
た
、
建
和
元
年
（
一
四
七
）
の
敦
煌
長
史
武
斑
碑
に
は
「
伊

君
遺
徳
□
孔
之
珍
、
故
□
石
銘
碑
、
以

明
徳
焉
」
と
あ
り
、
墓
主
の
伊
君
の
遺

徳
を
石
碑
に
刻
し
て
、
徳
を

（
あ
ら
わ
）
す
と
あ
る
。
従
事
武
梁
碑
に
は
「
垂

示
後
嗣
、
万
世
不
忘
」
と
あ
り
、
碑
の
内
容
を
子
孫
に
垂
示
し
、
万
世
に
忘
れ
な

い
と
記
す43

）

。

碑
石
に
墓
主
の
賢
徳
や
勲
績
を
記
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
建
和
二
年
（
一
四

八
）
銘
の
石
門
頌
摩
崖
に
「
嘉
君
明
知
、
美
其
仁
賢
。
勒
石
頌
徳
、
以
明

勲
」

と
あ
り
、
司

校
尉

爲
楊
孟
文
の
明
知
や
仁
賢
の
う
る
わ
し
さ
を
石
に
勒
し
て

頌
徳
し
、
そ
の
勲
績
を
明
ら
か
に
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る44

）

。

同
じ
く
頌
徳
や
勲
績
の
称
揚
の
経
緯
が
知
ら
れ
る
の
が
楊
震
の
墓
碑
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』
楊
震
伝
に
よ
る
と
彼
は
高
潔
、
清
廉
で
知
ら
れ
た
が
、

豊
・
周
広

ら
の
讒
言
に
あ
い
、
延
光
三
年
（
一
二
四
）
に
毒
を
仰
い
で
自
死
す
る
。
後
に
順

帝
が
即
位
す
る
と
、

豊
・
周
広
ら
は
誅
殺
と
な
り
、
弟
子
で
あ
る
虞
放
・
陳
翼

の
働
き
で
楊
震
の
名
誉
は
回
復
さ
れ
、
改
葬
を
許
さ
れ
て
、
子
に
も
官
職
が
与
え

ら
れ
た
。
改
葬
の
直
前
、
墓
に
大
鳥
が
現
れ
、
葬
送
の
前
に
は
う
つ
む
い
て
悲
し

げ
な
声
で
鳴
き
、

を
流
し
て
、
葬
送
が
終
わ
る
と
飛
び
去
っ
た
と
い
う45

）

。

そ
の
後
、
楊
震
の
死
か
ら
五
十
年
ほ
ど
し
て
、
孫
で
あ
る
楊
統
の
門
人
が
「
漢

一
四
八

広
開
土
王
碑
の
守
墓
と
勲
績
記
事
の
史
的
背
景
（
門
田
誠
一
）



故
太
尉
楊
公
神
道
之
碑
」
と
い
う
題
記
の
墓
碑
を
立
て
た
。
そ
の
文
章
に
は
「

（
う
る
わ
）
し
き
か
な
盛
徳
、
満
世
に
栄
を
垂
る
。
勲
を
金
石
に
勒
（
き
ざ
）
み
、

日
月
と

（
か
が
や
）
き
を
同
じ
た
ら
し
め
ん
」
と
あ
り
、
死
者
の
功
績
を
金
石

に
刻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
月
と
同
じ
く
永
遠
の
輝
き
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
じ
碑
文
に
は
「（
楊
震
の
子
孫
が
）
先
訓
を
奉
遵
し
、
易
世
替
（
す
た
）
れ
ず
、

天
は
嘉
祚
を
鍾
（
あ
つ
）
め
て
、
永
世
極
ま
り

（
な
）
し
」
と
あ
り
、
子
孫
が

先
訓
す
な
わ
ち
祖
先
の
教
え
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
は
代
わ
ら
ず
、
天

は
嘉
祚
つ
ま
り
王
業
の
福
を
あ
つ
め
て
永
世
に
極
ま
る
こ
と
が
な
い
、
と
あ
る46

）

。

こ
こ
で
は
子
孫
が
祖
先
の
教
え
を
守
る
こ
と
で
世
の
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

を
説
い
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
後
漢
代
の
墓
碑
に
は
、
同
様
に
墓
主
の
徳
を
碑
な
ど
に
銘
す
だ
け

で
な
く
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の
祭
祀
が
定
ま
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
は
孔
子
の
第
十
九
世
で
あ
る
孔
宙
の
墓
碑
に
「
こ

こ
に
お
い
て
故
吏
・
門
人
、
す
な
わ
ち
共
に
名
山
に

（
の
ぼ
）
り
、
嘉
石
を
采

（
と
）
り
、
銘
を
勒
し
て
後
に
示
し
、

式
あ
ら

（
し
）
め
ん
」
と
あ
り
、
名

山
の
良
い
石
で
碑
を
作
り
、
銘
を
刻
ん
で
後
世
に
示
し
て
、
祭
祀
の
方
式
を
存
続

さ
せ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
石
碑
に
銘
を
刻
ん
で
後
世
に
示
す
こ
と

は
、
祖
先
の
祭
祀
の
基
本
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
種
の
立
碑
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
永
寿
三
年
（
一
五
六
）
の

孟
孝

碑
に
「
身
は
滅
す
る
も
名
は
存
し
、
美
称
修
飾
し
て
、
勉
め
て
素
意
を
崇

め
ん
と
す
。
…
恵
み
は
後
昆
に
流
れ
、
四
時
祭
祀
し
、
煙
火
連
延
し
て
万
歳
絶
え

ず
、
後
人
に

（
は
げ
み
）
と
な
ら
ん
こ
と
を
」
と
あ
り
、
死
者
の
身
体
は
滅
ん

で
も
名
は
残
り
、
名
を
称
え
崇
め
る
と
、
そ
の
恵
み
は
後
昆
す
な
わ
ち
子
孫
に
伝

わ
り
、
四
時
祭
祀
し
て
、
そ
の
煙
や
火
が
連
な
り
、
永
遠
に
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、

後
人
の
励
み
に
な
る
と
し
て
い
る47

）

。
こ
こ
で
は
死
者
の
名
を
崇
め
て
伝
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
子
孫
に
そ
の
恩
恵
を
垂
れ
、
祭
祀
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
は
後
人
の
励

み
に
な
る
と
あ
り
、
死
者
の
名
の
顕
彰
や
宣
揚
は
子
孫
に
恵
み
を
も
ち
た
す
と
い

う
因
果
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。

死
者
で
あ
る
墓
主
に
対
す
る
頌
徳
の
時
間
的
継
起
関
係
に
関
し
て
は
、
建
寧
五

年
（
一
七
二
）
銘
の
甫
閣
頌
碑
に
「
勒
石
示
後
。
乃
作
頌
曰
」
と
あ
り48

）

、
碑
石
に

人
物
の
頌
徳
を
刻
す
こ
と
に
よ
っ
て
後
世
に
示
す
こ
と
こ
そ
が
目
的
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
中
平
三
年
（
一
八
六
）
銘
の
張
遷
碑
に
も
「
於
是
刊
石

表
、
銘
勒

万
載
」
と
あ
り
、
碑
文
の
内
容
を
石
に
刻
し
て
立
て
表
し
、
万
載
す
な
わ
ち
永
久

に
銘
し
勒
す
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る49

）

。

こ
の
よ
う
な
「
勒
石
示
後
」「
銘
勒
万
載
」
は
次
節
で
ふ
れ
る
よ
う
に
広
開
土

王
碑
文
に
み
え
る
「
勳
績
以
示
後
世
」
と
同
義
で
あ
り
、
類
型
的
な
語
句
で
あ
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
こ
で
み
た
よ
う
に
死
者
の
徳
を
顕
彰
す
る
墓
碑
は
後
漢
以
降
に
盛
行
す
る
が
、

史
書
等
に
も
同
様
の
内
容
を
表
す
語
や
内
容
が
み
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
死
者

の
勲
功
を
刻
む
「
勒
勲
」
の
語
の
例
を
瞥
見
す
る
と
『
後
漢
書
』
に
は
安
帝
の
鄧

皇
后
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
元
初
五
年
（
一
一
八
）、
平
望
候

の
劉
毅
が
鄧
太
后
に
徳
政
が
多
い
こ
と
か
ら
、
す
み
や
か
に
言
行
録
を
作
成
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
、
安
帝
に
上
奏
し
た
言
辞
の
な
か
で
、
ど
う
か
史
官
に
『
長
楽

宮
注
』
お
よ
び
『
聖
徳
抄
』
を
編
纂
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
輝
け
る
功
績
を
宣
揚

し
、
勲
功
を
金
石
に
刻
み
、
こ
れ
を
日
月
の
ご
と
く
掲
げ
て
、
は
て
し
な
く
広
め
、

そ
れ
に
よ
り
陛
下
の
丞
丞
の
孝
を
崇
（
た
か
）
め
ら
れ
る
べ
し
、
と
述
べ
て
い
る50

）

。
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こ
こ
で
は
鄧
太
后
の
勲
績
を
宣
揚
す
る
方
法
と
し
て
金
石
に
刻
す
る
こ
と
が
象
徴

的
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

お
な
じ
く
『
後
漢
書
』
斑
梁
伝
で
は
論
に
言
う
と
し
て
、
夷
狄
の
地
で
功
名
を

求
め
た
人
物
を
評
し
て
、
祭

と
耿

は
匈
奴
を
征
伐
す
る
権
謀
の
端
緒
を
開
き
、

斑
超
と
梁

は
西
域
を
支
配
す
る
計
略
を
展
開
し
、
つ
い
に
功
を
た
て
名
を
あ
げ
、

爵
位
を
受
け
、
功
績
を
祖
廟
に
の
べ
て
、
後
世
に
勲
績
を
刻
し
た
、
と
あ
る51

）

。
こ

こ
で
は
「
勒
勲
于
後
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
後
世
に
勲
を
刻
す

こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
勲
績
を
銘
す
る
素
材
の
な
か
で
も
、
と
く
に
石
碑
に
関
し
て
は
、

厚
葬
の
風
習
の
一
つ
と
し
て
曹
操
が
こ
れ
を
禁
じ
た
と
さ
れ
る
が52

）

、
史
料
と
し
て

は
、
そ
の
後
も
現
れ
、
東
晋
以
降
の
立
碑
に
関
し
て
は
、
裴
松
之
の
立
碑
に
対
す

る
献
策
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
世
間
で
は
私
に
碑
を
立
て
て
一
族
を
顕

彰
し
て
い
る
が
、
碑
文
に
は
事
実
と
乖
離
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対

す
る
献
策
の
な
か
に
「
諸
々
の
碑
を
立
て
ん
と
欲
す
る
者
は
、
宜
し
く
こ
と
ご
と

く
言
上
せ
む
べ
し
。
朝
議
を
な
し
、
許
す
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
然
り
て
後
に
こ
れ
を

聴
（
ゆ
る
）
す
べ
し
」
と
あ
る
の
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に53

）

、
吏
民
が
ほ
し
い
ま
ま

に
立
碑
を
す
る
の
で
は
な
く
、
碑
文
の
内
容
が
真
実
だ
と
認
め
ら
れ
た
ら
、
こ
れ

を
許
す
こ
と
に
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
す
く
な
く
と
も
広
開
土
王
碑
と

同
時
代
の
東
晋
頃
に
お
い
て
は
朝
廷
が
立
碑
を
統
御
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ほ

ど
に
立
碑
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る54

）

。

曹
操
と
同
時
代
に
お
い
て
勲
績
を
金
石
に
刻
す
同
時
代
的
意
味
を
示
し
た
史
料

と
し
て
、『
三
国
志
』
蜀
書
・
許
靖
伝
に
は
、
孫
策
が
長
江
を
渡
っ
て
東
進
し
て

来
た
際
に
許
靖
ら
は
難
を
避
け
交
州
へ
逃
れ
た
が
、
そ
の
際
に
曹
操
に
出
し
た
書

信
の
全
文
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
曹
操
が
交
州
に
派
遣
し
た
使
者
の
張
翔
が
許
靖

を
強
引
に
招
聘
し
よ
う
と
し
た
た
め
却
っ
て
忌
避
さ
れ
、
腹
い
せ
に
許
靖
の
出
し

た
書
信
を
全
て
捨
て
た
た
め
、
結
局
届
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
末

尾
に
は
周
の
営
邱
の
事
績
を
引
い
て
、
人
臣
の
採
用
に
関
し
て
論
じ
た
な
か
で
、

天
子
が
選
ん
だ
人
物
が
社
稷
を
安
ん
じ
、
下
民
を
救
済
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
管

弦
に
あ
わ
せ
て
音
楽
が
か
な
で
ら
れ
、
そ
の
勲
功
が
金
石
に
勒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
願
わ
く
は
努
め
て
、
国
の
た
め
に
自
重
し
て
、
民
の
た
め
に
自
愛
す

る
こ
と
を
説
い
て
い
る55

）

。

南
北
朝
期
の
記
述
と
し
て
『
宋
書
』
武
三
王
伝
江
夏
文

王
義
恭
条
に
み
え
る

太
宗
明
帝
の
詔
と
し
て
、
皇
室
の
基
礎
は
崇
め
定
め
て
、『
易
経
』
の
屯
の
卦
と

剥
の
卦
す
な
わ
ち
困
厄
衰
敗
が
維
（
こ
）
れ
難
く
、
た
め
に
啓
を
弘
き
載
を
煕

（
ひ
ろ
）
め
、
績
（
い
さ
お
）
を
底
（
と
ど
）
め
る
の
に
真
心
を
こ
め
、
も
と
よ

り
世
祀
を
饗
す
る
に
よ
り
、
宗

に
勲
を
勒
せ
よ
、
と
あ
る56

）

。
こ
の
よ
う
に
皇
室

の
顕
彰
と
そ
の
永
続
の
た
め
に
は
、
世
々
祭
祀
を
行
い
、
勲
績
を
宗
族
の

器
に

刻
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

『
梁
書
』
柳
慶
遠
伝
に
は
陳
吏
部
尚
書

察
の
言
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
み

え
る
。
王
茂
、
曹
景
宗
、
柳
慶
遠
は
ま
さ
に
世
に
一
家
を
な
し
た
が
、
奇
特
な
節

操
が
あ
る
こ
と
を
顕
わ
さ
な
い
。
梁
が
興
り
、
そ
の
日
月
の
余
輝
に
あ
る
こ
と
を

知
り
、
西
周
の
宣
王
を
助
け
た
中
興
の
賢
臣
た
る
方
叔
と
召
虎
の
事
績
を
跡
づ
け
、

鍾
鼎
に
そ
の
勲
功
を
刻
し
た
の
は
、
偉
い
こ
と
で
あ
る
と
賛
嘆
し
て
い
る57

）

。

こ
れ
ら
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
後
漢
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
、
勲
績
を
金
石
に

勒
す
と
い
う
語
が
散
見
し
、
い
わ
ば
定
型
句
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
碑
や
青
銅
器
に
勲
績
を
刻
す
こ
と
に
よ
っ
て
死
者
た
る
墓
主
の
生
前
の
事
績

一
五
〇

広
開
土
王
碑
の
守
墓
と
勲
績
記
事
の
史
的
背
景
（
門
田
誠
一
）



や
現
実
社
会
の
人
物
の
功
績
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

五

立
碑
に
よ
る
勲
績
顕
示
の
文
化
史
的
意
義

碑
を
立
て
て
勲
績
を
勒
す
る
こ
と
は
、
後
漢
代
に
盛
行
し
、
そ
れ
以
降
に
も
行

わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
顕
彰
行
為
が
中
国
で
創
始
さ
れ
、
思
想
的
系
譜

も
ま
た
こ
こ
に
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
広
開
土
王
の
勲
績
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。
ま
ず
、
勲
績
記
事
そ
の
も
の
は
冒
頭
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
「
以
甲
寅
年
九

月
廿
九
日
乙
酉
遷
就
山
陵
於
是
立
碑
銘
記
勳
績
以
示
後
世
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
内

容
は
山
陵
す
な
わ
ち
広
開
土
王
の
陵
墓
を
造
り
、
そ
こ
に
碑
を
立
て
て
勲
績
を
銘

記
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
「
於
是
立
碑
銘
記
勳
績
以
示
後

世
」
は
ま
さ
に
後
漢
代
の
墓
碑
等
に
み
え
る
死
者
の
た
め
に
金
石
に
美
称
を
修
飾

し
て
刻
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
と

り
も
な
お
さ
ず
広
開
土
王
碑
の
立
碑
行
為
そ
の
も
の
が
後
漢
代
以
来
の
中
国
の
思

想
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
広
開
土
王
碑
文
に
は
勲
績
を
銘
記
と
と
も
に
王
陵
の
守
墓
に
関
す
る

文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
上
祖
先
王
以
来
墓
上
不
安
石
碑
致
使

守
墓
人
烟
戸
差
錯
唯
国
岡
上
広
開
土
境
好
太
王
盡
爲
祖
先
王
墓
上
立
碑
銘
其
烟
戸

不
令
差
錯
」
の
箇
所
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
広
開
土
王
以
前
の
「
上
祖
・
先
王
」

の
陵
墓
に
は
、「
墓
の
上
」
に
石
碑
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
守
墓
人
の
烟
戸
が
差

錯
す
る
に
い
た
っ
た
が
、
広
開
土
王
の
み
が
祖
先
王
の
墓
の
上
（
ほ
と
り
）
に
碑

を
立
て
そ
の
烟
戸
を
銘
し
て
差
錯
せ
し
め
ず
、
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
広
開
土

王
陵
を
は
じ
め
と
し
て
、「
国
岡
上
」
の
地
に
所
在
す
る
す
べ
て
の
「
祖
王
・
先

王
」
の
陵
墓
の
「
守
墓
人
烟
戸
」
の
「
差
錯
」
を
防
ぎ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

の
陵
墓
の
永
劫
の
安
寧
を
祈
念
し
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
後
世
に

伝
え
示
す
機
能
を
も
た
せ
る
べ
く
、「
国
岡
上
」
に
立
碑
し
た
の
が
広
開
土
王
碑

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
相
対
的
位
置
観
念
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
国
内
王
系
の
王
陵

の
「
ほ
と
り
」
に
立
碑
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
広
開
土
王
碑
の
立
碑
の
背
景
に
は
武
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
国
内
城
の
築
造

と
そ
れ
に
と
も
な
う
国
内
王
系
の
系
譜
意
識
の
高
ま
り
に
よ
る
高
句
麗
「
国
」
の

拡
大
、
確
立
が
あ
る
と
み
ら
れ
、
こ
れ
と
深
く
関
わ
っ
て
、
支
配
領
域
か
ら
「
守

墓
人
烟
戸
」
を
徴
発
す
る
こ
と
を
力
点
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
広
開
土
王
陵
に
象

徴
さ
れ
る
歴
代
王
陵
の
未
来
永
劫
の
守
墓
に
よ
る
保
全
が
高
句
麗
国
家
体
制
維
持

の
可
視
的
表
徴
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
効
力
を
も
つ
勲
績
記
事
の
根
幹
に
は
、
立
碑
に
よ
る
墓
主
た
る

広
開
土
王
の
事
績
の
顕
彰
や
勲
績
の
称
揚
そ
の
こ
と
自
体
が
中
国
の
思
想
的
系
譜

に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
が
高
句
麗
王
陵
の
保
全
と
し
て

制
度
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
可
視
的
な
高
句
麗
王
系
の
継
続
性
の
表
徴
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
高
句
麗
の
政
治
・
社
会
体
制
維
持
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る58

）

。

い
っ
ぽ
う
立
碑
に
よ
る
顕
彰
・
頌
徳
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
別
稿
で
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
が59

）

、
煩
を
い
と
わ
ず
、
本
論
の
結
論
に
関
連
す
る
部
分
の
み
を

摘
要
す
る
。
ま
ず
、
後
漢
代
に
盛
行
し
た
石
祠
堂
の
題
記
に
は
、
そ
の
祠
堂
の
建

立
の
目
的
を
記
す
も
の
が
あ
り
、
そ
の
典
型
と
し
て
は
「
爰
示
後
世
、
台
台
忘

勿
」

王
孝
淵
墓
碑
）と
い
う
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る60

）

。
こ
れ
は
墓
碑
の
内
容
に
つ
い

て
、
爰
（
こ
こ
）
に
後
世
に
示
し
、
代
々
忘
れ
る
こ
と
な
か
れ
、
と
あ
り
、
そ
の
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永
劫
の
伝
示
を
銘
記
し
、
こ
れ
が
示
す
内
容
と
そ
の
対
象
は
「
唯
観
者
諸
君
、
願

勿
販
傷
」(

他
君
石
祠
堂
題
記
）と
い
う
文
章
に
よ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る61

）

。

す
な
わ
ち
、
こ
の
文
は
、
こ
こ
に
来
た
者
は
た
だ
見
る
だ
け
で
、

域
の
構
築
物

を
販
ぎ
、
あ
る
い
は
損
壊
し
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
題
記
の

あ
る
墓
に
対
す
る
外
来
者
か
ら
の
保
存
と
保
護
を
銘
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内

容
を
示
す
題
記
の
類
例
は
多
い
が
、
そ
の
他
に
は
永
寿
三
年
（
一
五
七
）
の
紀
年

の
あ
る
石
祠
堂
の
題
記
に
み
え
る
「
家
子
来
入
堂
宅
、
但
観
耳
、
無
得
刻
画
、

…
…
唯
省
此
書
、
無
忽
矣
」

山
東
・
嘉
祥
宋
山
三
号
墓
題
記
）と
い
う
文
章
が
あ

げ
ら
れ
る62

）

。
こ
れ
に
も
や
は
り
、
こ
こ
に
来
た
っ
た
人
は
た
だ
石
祠
堂
を
見
る
だ

け
で
、
落
書
を
し
て
は
い
け
な
い
と
あ
り
、
こ
こ
に
来
観
す
る
人
士
は
こ
の
こ
と

を
忽
（
ゆ
る
が
せ
）
せ
に
す
る
こ
と
な
か
れ
、
と
説
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
告
示
は
石
祠
堂
お
よ
び
そ
れ
の
建
っ
て
い
る
墓
を
訪
れ
る
人
々
す
な

わ
ち
こ
れ
を
見
る
者
に
対
し
て
銘
じ
て
示
す
内
容
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
来
観
者

の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
漢
代
に
お
い
て
、
墓
や
そ
れ
に
接

し
て
建
て
ら
れ
た
石
祠
堂
な
ど
を
来
訪
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
同
様
の
表
現
が
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
同
類
の

表
現
で
あ
る
「
唯
国
岡
上
広
開
土
境
好
太
王
尽
為
祖
先
王
墓
上
立
碑
銘
其
烟
戸
不

令
差
錯
」
の
部
分
す
な
わ
ち
、「
祖
王
・
先
王
す
べ
て
の
王
墓
ご
と
に
、
は
じ
め

て
立
碑
・
銘
戸
を
実
施
し
た
の
は
広
開
土
王
自
身
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は
石
碑

を
安
置
し
な
か
っ
た
」
の
内
容
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
広
開
土
王
以
前
の
祖
王
・

先
王
の
陵
墓
に
は
、「
墓
の
上
」
に
石
碑
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
守
墓
人
の
烟
戸

が
差
錯
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
広
開
土
王
陵
の
み
で
碑
が
発
見

さ
れ
て
い
る
事
実
に
関
し
て
は
、
広
開
土
王
碑
が
た
だ
た
ん
に
広
開
土
王
陵
の
み

に
対
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
広
開
土
王
陵
の
造
ら
れ
た
集
安
平
野
を

さ
す
「
碑
文
」
中
の
文
字
で
あ
る
「
国
岡
上
」
に
あ
る
広
開
土
王
陵
お
よ
び
こ
れ

に
先
立
つ
陵
墓
に
対
す
る
「
守
護
」「
酒
掃
」
す
べ
き
こ
と
を
記
し
た
碑
で
あ
る

と
解
さ
れ
る63

）

。
そ
の
た
め
広
開
土
王
陵
碑
が
保
全
の
効
力
を
期
待
し
た
の
は
広
開

土
王
お
よ
び
そ
の
祖
先
の
陵
墓
で
あ
り
、
碑
文
の
主
要
な
内
容
た
る
守
墓
の
部
分

は
、
こ
こ
に
来
る
人
々
に
向
か
っ
て
、
こ
れ
ら
を
保
全
す
る
こ
と
が
一
義
的
な
目

的
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
思
想
的
に
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
碑
者
で
あ
る
長
寿

王
の
孝
を
宣
揚
す
る
た
め
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
る64

）

。

後
漢
代
の
立
碑
の
意
味
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
立
碑

に
よ
る
亡
親
な
ど
の
顕
彰
の
背
景
に
儒
教
倫
理
の
浸
透
や
文
学
の
展
開
な
ど
の
思

想
的
基
盤
と
し
た
人
物
評
論
の
盛
行
と
そ
れ
に
と
も
な
う
自
己
表
現
お
よ
び
自
己

主
張
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
後
漢
代
に
行
わ
れ
た
郷
挙
里

選
の
選
挙
科
目
で
あ
る
察
挙
の
一
つ
と
し
て
、
前
漢
代
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
孝
を

主
体
と
し
た
世
評
に
よ
る
官
吏
登
用
で
あ
る
孝
廉
選
な
い
し
は
挙
孝
廉
と
呼
ば
れ

る
官
吏
登
用
制
度
が
展
開
し
た65

）

。
こ
の
よ
う
に
後
漢
が
国
家
的
に
儒
教
を
媒
介
に

察
挙
を
通
じ
て
在
地
社
会
と
関
係
を
結
ぶ
関
係
を
儒
教
的
察
挙
体
制
と
称
さ
れ
る

ほ
ど
の
状
況
と
な
っ
た66

）

。
そ
れ
に
起
因
し
て
肉
親
の
た
め
の
墳
墓
造
営
は
孝
・
悌

の
美
名
を
得
る
手
段
と
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
亡
親
や

祖
先
あ
る
い
は
師
の
墓
な
ど
に
立
碑
す
る
行
為
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う67

）

。

広
開
土
王
陵
に
対
す
る
立
碑
は
、
祖
先
や
亡
親
に
対
す
る
孝
の
発
露
で
は
あ
っ

て
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
後
漢
代
の
立
碑
と
は
質
的
に
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
広
開
土
王
碑
に
は
か
つ
て
祖
先
王
の
陵
墓
に
は
碑
が
立
て

ら
れ
て
お
ら
ず
、
広
開
土
王
以
前
の
祖
王
・
先
王
の
陵
墓
に
は
、「
墓
の
上
」
に

一
五
二

広
開
土
王
碑
の
守
墓
と
勲
績
記
事
の
史
的
背
景
（
門
田
誠
一
）



石
碑
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
守
墓
人
の
烟
戸
が
差
錯
す
る
に
い
た
っ
た
と
解
さ
れ
、

は
じ
め
て
全
て
の
王
陵
に
立
碑
し
た
の
は
広
開
土
王
で
あ
る
と
広
開
土
王
碑
文
に

銘
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
祖
先
王
に
対
す
る
広
開
土

王
個
人
の
孝
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
介
し
て
高
句
麗
王
陵
の
未
来
永
劫
の
整
備

と
保
全
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
句
麗
王
陵
の
完
整
さ
れ
た
姿
こ
そ
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
高
句
麗
国
の
永
劫
の
保
全
と
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
る
繁
栄
の
継
続

性
を
可
視
的
に
顕
揚
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
立
碑
者
で
あ
る
個

人
の
現
実
社
会
で
の
立
身
や
出
世
を
目
途
と
し
、
祖
先
へ
の
孝
の
称
揚
と
し
て
可

視
化
し
た
後
漢
代
の
墓
碑
と
は
異
な
る
高
句
麗
さ
ら
に
は
そ
の
王
陵
独
自
の
意
味

が
存
し
た
と
考
え
る
。

結
語

本
論
で
は
広
開
土
王
陵
碑
の
内
容
の
う
ち
、
主
た
る
立
碑
目
的
を
記
し
た
と
さ

れ
る
守
墓
の
内
容
に
つ
い
て
、
出
土
論
的
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
守
墓
お

よ
び
そ
れ
を
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
勲
績
記
事
に
関
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
広
開
土
王
碑
の
立
碑
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
文
末
に
際
し
て
、
本
論
の

内
容
を
摘
要
し
、
結
語
に
か
え
た
い
。

ま
ず
、
広
開
土
王
陵
碑
文
に
用
い
ら
れ
た
語
句
や
文
章
に
関
す
る
学
史
的
な
整

理
を
行
い
、
出
土
論
的
検
討
に
よ
っ
て
思
想
的
背
景
を
考
究
す
る
た
め
の
有
効
性

を
示
し
た
。

次
に
広
開
土
王
陵
碑
碑
文
に
み
え
る
守
墓
に
関
す
る
「
遷
就
山
陵
於
是
立
碑
銘

記
勲
績
以
示
後
世
焉
」
な
ど
の
語
句
や
内
容
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
が
経
書
や
祖
先

の
墓
を
保
全
す
る
こ
と
を
記
し
た
漢
代
墳
墓
の
石
刻
文
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
広

開
土
王
陵
碑
文
の
守
墓
が
孝
の
思
想
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

さ
ら
に
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
守
墓
に
関
係
す
る
語
と
し
て
「
守
墓
」

「
洒
掃
」「
富
足
」「
制
令
」
な
ど
を
あ
げ
、
出
典
の
検
討
か
ら
、
こ
れ
ら
の
語
が

経
書
や
史
籍
に
お
い
て
、
礼
に
関
す
る
用
例
が
多
い
こ
と
を
示
し
、
祖
先
王
の
陵

墓
を
永
劫
に
保
全
す
る
と
い
う
広
開
土
王
陵
碑
の
立
碑
目
的
が
儒
教
的
な
出
典
に

よ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ
ぎ
に
守
墓
と
文
脈
上
で
関
係
す
る
勲
績
記
事
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

に
よ
る
論
点
を
整
理
し
、
広
開
土
王
が
実
現
し
た
支
配
領
域
と
し
て
の
解
釈
が
主

で
あ
っ
て
、
勲
績
そ
の
も
の
の
文
化
史
的
な
意
義
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

を
確
認
す
る
と
と
も
に
石
刻
文
書
と
し
て
中
国
史
料
や
漢
代
碑
文
と
の
相
関
的
研

究
を
示
し
、
そ
の
よ
う
な
方
法
の
有
効
性
を
例
証
し
た
。

こ
れ
を
も
と
に
中
国
の
石
刻
や
史
料
に
み
え
る
事
例
に
よ
っ
て
、
後
漢
代
を
中

心
と
し
て
南
北
朝
頃
に
は
、
墓
主
の
生
前
の
頌
徳
や
勲
績
の
顕
彰
を
碑
な
ど
に
刻

す
こ
と
が
盛
行
し
て
い
た
事
実
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
後
漢
代
を
中

心
と
し
た
墓
主
に
対
す
る
立
碑
に
よ
る
頌
徳
や
顕
彰
は
儒
教
倫
理
の
浸
透
や
文
学

の
展
開
な
ど
の
思
想
的
基
盤
と
し
た
人
物
評
論
の
盛
行
と
そ
れ
に
と
も
な
う
自
己

表
現
お
よ
び
自
己
主
張
が
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
背
後
に
は
後
漢
代
に
行

わ
れ
た
郷
挙
里
選
の
選
挙
科
目
で
あ
る
察
挙
の
一
つ
と
し
て
、
前
漢
代
よ
り
行
わ

れ
て
い
た
孝
を
主
体
と
し
た
世
評
に
よ
る
官
吏
登
用
で
あ
る
孝
廉
選
な
い
し
は
挙

孝
廉
と
呼
ば
れ
る
官
吏
登
用
制
度
が
展
開
し
、
そ
れ
に
起
因
し
て
肉
親
の
た
め
の

墳
墓
造
営
は
孝
・
悌
の
美
名
を
得
る
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し

て
、
後
漢
代
の
石
刻
等
に
記
さ
れ
た
亡
親
や
祖
先
あ
る
い
は
師
の
墓
な
ど
に
対
す
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る
立
碑
と
墓
の
保
全
行
為
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
広
開
土
王
陵
に
対
す
る
立
碑
は
、
祖
先
や
亡
親
に
対
す
る
孝

の
発
露
で
は
あ
っ
て
も
、
後
漢
代
の
立
碑
と
は
質
的
に
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
祖

先
王
に
対
す
る
広
開
土
王
個
人
の
孝
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
介
し
て
高
句
麗
王

陵
の
未
来
永
劫
の
整
備
と
保
全
を
期
し
た
の
で
あ
っ
て
、
高
句
麗
王
陵
の
完
整
さ

れ
た
姿
こ
そ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
高
句
麗
国
の
永
劫
の
保
全
と
そ
こ
に
象
徴
さ

れ
る
繁
栄
の
継
続
性
を
可
視
的
に
顕
揚
す
る
手
段
で
あ
り
、
こ
の
次
元
に
お
い
て

立
碑
者
で
あ
る
個
人
の
現
実
社
会
で
の
立
身
や
出
世
を
祖
先
へ
の
孝
の
称
揚
と
し

て
可
視
化
し
た
後
漢
代
の
墓
碑
と
は
異
な
る
高
句
麗
独
自
の
立
碑
の
意
味
が
あ
る

と
論
じ
た
。

〔
注
〕

1
）今
西
龍
「
朝
鮮
の
文
化
」『
朝
鮮
史
の
栞
』（
近
沢
書
店
、
一
九
三
五
年
）

2
）那
珂
通
世
『
那
珂
通
世
遺
書
』
大
日
本
図
書
、
一
九
一
五
年
、
五
〇
〇
〜
五
〇
一

頁

3
）水
谷
悌
二
郎
『
好
太
王
碑
考
』（
開
明
書
院
、
一
九
七
七
年
）
九
七
〜
一
〇
〇
頁

4
）武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
二
四
八

〜
二
四
九
頁

5
）松
原
孝
俊
「
神
話
学
か
ら
見
た
「
広
開
土
王
碑
文
」（『
朝
鮮
学
報
』
一
四
五
、
一

九
九
二
年
）

6
）川
崎
晃
「
第
二
章

高
句
麗
広
開
土
王
碑
の
基
礎
的
考
察
」『
古
代
学
論
究
｜
古

代
日
本
の
漢
字
文
化
と
仏
教
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
、
二
〇
一
二
年
）

7
）『
太
平
広
記
』
巻
第
三
三
〇
・
鬼
十
五
・
僧
韜
光

…
納
之

中
、
以
盆
覆
之
。
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曰
吾
非
韜
光
師
、
乃
守
墓
人
也
。
知
師
与
韜
光
師
善
、
故
仮
為
之
。

8
）『
明
会
典
』
巻
一
六
二

洪
武
三
年
定
功
臣
守
墓
人
戸
各
以
封
爵
官
品
之
差
等
給
之
。

9
）『
大
清
会
典
則
例
』
巻
一
四
〇

一
守
墓
。
順
治
九
年
、
題
準
蒙
古
親
王
守
墓
人
十
戸
、
郡
王
八
戸
…

10
）『
魏
書
』

巻
九
九
・
列
伝
第
八
七
・
盧
水
胡
沮
渠
蒙
遜

其
母
死
、
以
王
太
妃
礼
葬
焉
。
又
為
蒙
遜
置
守
墓
三
十
家
。
改
授
牧

征
西
大
将

軍
、
王
如
故
。

11
）『
北
史
』

巻
九
三
・
列
伝
第
八
一
・

偽
附
庸
・
梁
╱
蕭

上
遣
左
僕
射
高

安
集
之
、
曲
赦
江
陵
死
罪
、

給
復
十
年
。
梁
二
主
各
給
守
墓

十
戸
、
拝

柱
国
、
賜
爵

国
公
。

12
）『
摩
訶
僧

律
』
巻
第
九
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
二
二
巻
三
〇
四
頁
上
段
）

若
無
阿
練
若
住
処
、
応
至
塚
間
。
若
有
守
墓
人
応
語
言
、
我
欲
拾
弊
衣
。
若
守
墓

人
教
取
、
取
已
示
我
當
取
示
之
。
若
取
死
女
人
衣
時
、
女
身
未
壊
者
、
応
往
頭
辺

而
取
。
若
身
已
壊
得
隨
意
取
、
若
死
男
子
衣
亦
隨
意
取
。
若
死
人
衣
有
宝
者
、
応

足

却
宝
持
衣
而
去
。
若
不
覺
有
宝
持
衣
還
、
乃
知
有
宝
者
、
応
付
淨
人
持
作
湯

薬
。
若
守
墓
者
、
語
比
丘
言
、
聴
汝
取
不
好
衣
、
好
者
勿
取
。
是
比
丘
到
塚
間
、

不
見
弊
者
多
有
好
衣
。
即
持
還
語
守
墓
人
言
、
正
有
是
好
衣
耳
。
守
墓
人
聴
取
便

取
、
若
言
是
好
不
聴
汝
取
、
比
丘
応
還
更
求
余
者
。

13
）川
崎
晃
「
第
二
章

高
句
麗
広
開
土
王
碑
の
基
礎
的
考
察
」（
前
掲
注
6
）

14
）『
論
語
』
子
張
第
十
九

子
游
曰
子
夏
之
門
人
小
子
、
當
洒
掃
応
対
進
退
、
則
可
矣
。
抑
末
也
。
本
之
則
無
、

如
之
何
。
子
夏
聞
之
曰
、
噫
言
游
過
矣
。
君
子
之
道
、
孰
先
伝
焉
。
孰
後
倦
焉
。

譬
諸
草
木
、
区
以
別
矣
。
君
子
之
道
、
焉
可
誣
也
。
有
始
有
卒
者
、
其
唯
聖
人
乎
。

15
）『
後
漢
書
』
列
伝
巻
六
六
・
陳
王
列
伝
第
五
六
╱
陳
蕃

陳
蕃
字
仲
挙
、
汝
南
平
輿
人
也
。
祖
河
東
太
守
。
蕃
年
十
五
、
嘗
閑
処
一
室
、
而

庭
宇
蕪
穢
。
父
友
同
郡

勤
来
候
之
、
謂
蕃
曰

子
何
不
洒

以
待
賓
客
。
蕃
曰

大
丈
夫
処
世
、
當

除
天
下
、

安
事
一
室
乎
。
勤
知
其
有
清
世
志
、
甚
奇
之
。

16
）『
三
国
志
』

巻
四
四
・
蜀
書
十
四
・
列
伝
第
十
四
╱
蔣

子
斌

子
斌
嗣
、
為
綏
武
将
軍
、
漢
城
護
軍
。
魏
大
将
軍
鍾
会
至
漢
城
、
與
斌
書
曰
巴
蜀

賢
智
文
武
之
士
多
矣
。
至
於
足
下
、
諸
葛
思
遠
、
譬
諸
草
木
、
吾
氣
類
也
。
桑
梓

之
敬
、
古
今
所
敦
。
西
到
、
欲
奉

尊
大
君
公
侯
墓
、
當
洒
掃
墳

、
奉
祠
致
敬
。

願
告
其
所
在
。
斌
答
書
曰
知
惟
臭
味
意
眷
之
隆
、
雅
託
通
流
、
未
拒
来
謂
也
。
亡

一
五
四

広
開
土
王
碑
の
守
墓
と
勲
績
記
事
の
史
的
背
景
（
門
田
誠
一
）



考
昔
遭
疾

、
亡
於

縣
、
卜
云
其
吉
、
遂
安

之
。
知
君
西
邁
、
乃
欲
屈
駕
脩

敬
墳
墓
。
視
予
猶
父
、

子
之
仁
也
。
聞
命
感
愴
、
以
増
情
思
。
会
得
斌
書
報
、

嘉
歎
意
義
、
及
至

、
如
其
書
云
。

17
）Leg

ittim
o
 
E
lsa

「『
増
壹
阿
含
経
』
に
お
け
る
舎
利
、
舎
利
供
養
、
仏
塔
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
七
｜
三
、
二
〇
〇
九
年
）

18
）『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
一
九
お
よ
び
二
一

…
塗
掃
仏
僧
地
、
則
生
不
動
国
。
…
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
一
二
巻
七
三
四
頁
中

段
）

19
）『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
巻
第
六

時
彼

師
多
財
大
富
、
以
諸
香
木
焚
聖
者
身
。
復
持
牛
乳
而
滅
於
火
、
便
将
余
骨

盛
置
金
瓶
、
四
衢
道
辺
起
舎
利
羅
塔
、

持
種
種

蓋

幡
花
香
伎
楽
申
供
養
已
。

至
心
礼
塔
而
発
願
言
、
我
実
愚
迷
不
識
善
悪
、
遂
於
如
是
真
実
福
田
造
極
重
罪
。

願
於
後
世
勿
招
悪
報
、
所
有
供
養
善
根
於
當
来
身
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
二
三

巻
六
五
八
頁
上
段
）

20
）『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
巻
第
三
四

作
時
者
、
若
於

波
所
有
營
作
及
衆
僧
事
業
。
或
時
掃

大
如
席
許
。
或
復
塗

拭
如
牛
臥
処
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
二
三
巻
八
一
五
頁
中
〜
下
段
）

21
）杉
本
卓
洲
「
仏
塔
の
生
成
と
そ
の
信
仰
の
展
開
」（『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
六
三
、

一
九
九
六
年
）

杉
本
卓
洲
『
イ
ン
ド
仏
塔
の
研
究

｜
仏
塔
崇
拝
の
生
成
と
基
盤
』（
平
楽
寺
書
店
、

一
九
八
四
年
）

杉
本
卓
洲
『
ブ
ッ
ダ
と
仏
塔
の
物
語
』（
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
七
年
）

22
）
黒
須
利
夫
「
古
代
に
お
け
る
功
徳
と
し
て
の
「
清
掃
」：

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻

第
十
三
縁
の
一
考
察
」
根
本
誠
二
、

サ
ム
エ
ル

C
.

モ
ー
ス
編
『
奈
良
仏
教
と
在

地
社
会
』（
岩
田
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

23
）『
潜
夫
論
』
愛
日

礼
儀
生
於
富
足
、
盗
窃
起
於
貧
窮
。

24
）『
三
国
志
』

巻
一
二
・
魏
書
一
二
・
崔
毛
徐
何

司
馬
╱
司
馬
芝

海
内
為
家
、
故
伝
曰
百
姓
不
足
、
君
誰
與
足
。
富
足
之
田
、
在
於
不
失
天
時
而

盡
地
力
。

25
）武
田
幸
男
「
附
録
二
『
広
開
土
王
碑
文
』
釈
読
」『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
前

掲
）

26
）門
田
誠
一
「
高
句
麗
王
陵
の
築
造
思
想
に
み
る
儒
教
と
仏
教：

追
孝
か
ら
追
福

へ
」（『
歴
史
学
部
論
集
〔
佛
教
大
学
〕
二
、
二
〇
一
二
年
）

27
）浜
田
耕
策
「
高
句
麗
広
開
土
王
陵
碑
文
の
研
究
｜
碑
文
の
構
造
と
史
臣
の
筆
法
を

中
心
と
し
て
」（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
一
一
、
一
九
七
四
年
）

武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
一
六
四

〜
一
六
五
頁

関
連
し
た
研
究
史
の
整
理
は
下
記
論
文
参
照
。

武
田
幸
男
「
そ
の
後
の
広
開
土
王
碑
研
究
」（『
年
報
朝
鮮
学
』
三
、
一
九
九
三

年
）

28
）武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

29
）李
成
市
「
広
開
土
王
碑
の
立
碑
目
的
と
高
句
麗
の
守
墓
役
制
」
『
高
句
麗
研
究
』

二
、
一
九
九
六
年
）

30
）那
珂
通
世
『
那
珂
通
世
遺
書
』
大
日
本
図
書
、
一
九
一
五
年

31
）武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
二
四
八

〜
二
四
九
頁

32
）白
承
玉
「
広
開
土
王
陵
碑
の
性
格
と
将
軍
塚
の
主
人
公
」（『
韓
国
古
代
史
研
究
』

四
一
、
二
〇
〇
六
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

33
）川
崎
晃
「
第
二
章

高
句
麗
広
開
土
王
碑
の
基
礎
的
考
察
」『
古
代
学
論
究
｜
古

代
日
本
の
漢
字
文
化
と
仏
教
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
、
二
〇
一
二
年
）

34
）李
成
市
「
広
開
土
王
碑
の
立
碑
目
的
に
関
す
る
試
論
」（『
韓
国
古
代
史
研
究
』
五

〇
、
二
〇
〇
八
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

35
）『
文
心

龍
』
誄
碑

自
後
漢
以
来
、
碑

云
起
。

36
）永
田
英
正
編
『
漢
代
石
刻
集
成
』
本
文
篇
、
図
版
・
釈
文
篇
（
同
朋
舎
出
版
、
一

九
九
四
年
）

37
）趙
超
『
古
代
石
刻
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

李
徳
品
「
論
東
漢
碑
文
的
発
展
分
期
」（『
遵
義
師
範
学
院
報
』
一
一
－
三
、
二
〇

〇
九
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

一
五
五

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）



38
）宋
・
洪

撰
『
隷
釈
』
巻
第
六

39
）小
池
一
郎
「
費
鳳
別
碑
と
五
言
律
の
成
立
」（『
同
志
社
外
国
文
学
研
究
』
三
三
・

三
四
、
一
九
八
二
年
）

40
）『
文
心

龍
』
誄
碑
第
十
二

又
宗
廟
有
碑
、
樹
之
兩

、
事
止
麗
牲

、
未
勒
勛
績
。
而
庸
器
漸
缺
、
故
后
代

用
碑
。

41
）角
谷
常
子
「
後
漢
時
代
に
お
け
る
為
政
者
に
よ
る
顕
彰
」（『
奈
良
史
学
』
二
六
、

二
〇
〇
八
年
）

角
谷
常
子
「
中
国
古
代
に
お
け
る
石
刻
流
行
の
社
会
的
背
景
」（『
奈
良
大
学
総
合

研
究
所
所
報
』
一
七
、
二
〇
〇
九
年
）

42
）宋
・
洪

撰
『
隷
釈
』
第
六

43
）清
・
王
昶
撰
『
金
石
萃
編
』
巻
八

44
）松
井
如
流
解
説
『
漢
石
門
頌
』（
二
玄
社
、
一
九
六
〇
年
）

上
海
書
畫
出
版
社
編
『
漢
石
門
頌
』（
上
海
書
畫
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）〔
中
国

語
文
献
〕

伏
見
冲
敬
『
新
訂
書
の
歴
史
』
中
国
篇
（
二
玄
社
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

45
）『
後
漢
書
』
楊
振
伝

歳
余
、
順
帝
即
位
、

豊
、
周
広
等
誅
死
、
震
門
生
虞
放
、
陳
翼
詣
闕
追
訟
震
事
。

朝
廷
咸
称
其
忠
、
乃
下
詔
除
二
子
為
郎
、
贈
銭
百
万
、
以
礼
改
葬
於
華
陰

亭
、

遠
近
畢
至
。
先
葬
十
余
日
、
有
大
鳥
高
丈
余
、
集
震
喪
前
、
俯
仰
悲
鳴
、
涙
下
霑

地
、
葬
畢
、
乃
飛
去
。

46
）永
田
英
正
編
『
漢
代
石
刻
集
成
』
本
文
篇
、
図
版
・
釈
文
篇
（
同
朋
舎
出
版
、
一

九
九
四
年
）

あ
わ
せ
て
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
石
刻
拓
本
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

参
照
し
た
。

47
）陳
孝
寧
「
昭
通
漢

孟
孝

碑

訳
釈
｜
謹
以
此
献
給
該
碑
出
土
九
十
周
年
｜
」

（『
昭
通
師
専
学
報
』
一
九
九
二
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

陳
孝
寧
「
昭
通
東
漢

孟
孝

碑

浅
探
」（『
民
族
芸
術
研
究
』
一
九
九
三
年
第

五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

48
）伏
見
冲
敬
解
説
『
漢
甫
閣
頌
』（
二
玄
社
、
一
九
六
一
年
）

秦
公
ほ
か
編
『
西
狭
頌
・
甫
閣
頌
』
中
国
石
刻
大
観
精
粋
篇
題
跋
集
９
（
同
朋
舎

出
版
、
一
九
九
二
年
）

49
）西
林
昭
一
解
説
ほ
か
『
張
遷
碑：

後
漢
』（
二
玄
社
、
一
九
九
〇
年
）

米
運
昌
・
呉
緒
倫
「

張
遷
碑

歴
史
与
書
法
芸
術
価
値
浅
析
」（『
山
東
師
大
学

報
（
社
会
科
学
版
）』
一
九
九
八
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

50
）『
後
漢
書
』
皇
后
紀
上
╱
和
熹
鄧
皇
后

宜
令
史
官
著
長
楽
宮
注
、
聖
德
頌
、
以
敷
宣
景
燿
、
勒
勲
金
石
、
縣
之
日
月
、
慮

之

極
、
以
崇
陛
下
烝
烝
之
孝
。

51
）『
後
漢
書
』
班
梁
列
伝
╱
梁

論
曰
…
祭

、
耿

啓
匈
奴
之
権
、
班
超
・
梁

奮
西
域
之
略
、
卒
能
成
功
立
名
、

享
受
爵
位
、
薦
功
祖
廟
、
勒
勲
于
後
、
亦
一
時
之
志
士
也
。

52
）『
宋
書
』
巻
一
五
・
志
第
五
╱
礼
二

漢
以
後
、
天
下
送
死
奢
靡
、
多
作
石
室
石
獣
碑
銘
等
物
。
建
安
十
年
、
魏
武
帝
以

天
下

弊
、
下
令
不
得
厚
葬
、
又
禁
立
碑
。

53
）『
宋
書
』
巻
六
四
・
列
伝
第
二
四
・
裴
松
之

松
之
以
世
立
私
碑
、
有
乖
事
実
、
上
表
陳
之
曰
…
（
中
略
）
…
以
為
諸
欲
立
碑
者
、

宜
悉
令
言
上
、
為
朝
議
所
許
、
然
後
聴
之
。

54
）魏
晋
南
朝
の
立
碑
の
実
態
と
そ
れ
に
対
す
る
為
政
者
の
対
応
に
つ
い
て
は
下
記
論

考
参
照
。

劉
濤
「
魏
晋
南
朝
的
禁
碑
与
立
碑
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
二
〇
〇
一
年
第
三

期
）〔
中
国
語
文
献
〕

55
）三
国
志
』
蜀
書
・
巻
三
八
・
許
糜
孫
簡
伊
秦
伝
第
八
╱
許
靖

苟
非
其
人
、
雖
親
不
授
。
以
寧
社
稷
、
以
済
下
民
、
事
立
功
成
、
則
繫
音
於
管
絃
、

勒
勲
於
金
石
、
願
君
勉
之
。
為
国
自
重
、
為
民
自
愛
。

56
）『
宋
書
』
巻
六
一
・
列
伝
第
二
一
・
武
三
王
╱
江
夏
文

王
義
恭

泰
始
三
年
、
又
下
詔
曰
皇
基
崇
建
、
屯
・
剥
維
難
、
弘
啓
熙
載
、
底
績
忠
果
、
故

従
饗
世
祀
、
勒
勲
宗

。

57
）『
梁
書
』
巻
九
・
列
伝
第
三
・
柳
慶
遠

陳
吏
部
尚
書

察
曰
王
茂
・
曹
景
宗
・
柳
慶
遠
雖
世
為
将
家
、
然
未
顕
奇
節
。
梁

興
因
日
月
末
光
、
以
成
所
志
、
配
迹
方
・

、
勒
勲
鍾
鼎
、
偉
哉

一
五
六

広
開
土
王
碑
の
守
墓
と
勲
績
記
事
の
史
的
背
景
（
門
田
誠
一
）



58
）門
田
誠
一
「
第
十
三
章

高
句
麗
王
陵
域
に
お
け
る
広
開
土
王
碑
の
相
対
的
位

置
」『
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研
究
』（
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年
）

〔
初
出
は
一
九
九
八
年
〕

59
）門
田
誠
一
「
高
句
麗
王
陵
の
築
造
思
想
に
み
る
儒
教
と
仏
教：

追
孝
か
ら
追
福

へ
」（
前
掲
注
26
）

60
）謝
雁
翔
「
四
川
省
卑
県
犀
浦
出
土
的
東
漢
残
碑
」（『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
四

期
）〔
中
国
語
文
献
〕

な
お
、
本
論
で
以
下
に
引
用
す
る
石
刻
文
は
提
示
し
た
部
分
の
意
味
の
理
解
を
優

先
す
る
た
め
に
、
本
来
の
空
画
や
改
行
は
示
さ
ず
、
文
の
区
切
り
を
重
視
し
て
、

筆
者
に
よ
る
句
読
点
の
み
を
記
し
た
。

61
）羅
福
頤
「

他
君
石
祠
堂
題
字
解
釈
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
総
二
期
、
一
九
六

〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

62
）済
寧
地
区
文
物
組
・
嘉
祥
県
文
管
所
「
山
東
嘉
祥
宋
山
一
九
八
〇
年
出
土
的
漢
画

像
石
」（『
文
物
』
一
九
八
二
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

李
発
林
『
山
東
漢
画
像
石
研
究
』（
済
魯
書
社
、
一
九
八
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

一
〇
一
〜
八
頁

朱
錫
禄
編
著
『
嘉
祥
漢
画
像
石
』（
山
東
美
術
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）〔
中
国
語

文
献
〕
一
二
五
頁

63
）門
田
誠
一
「
高
句
麗
王
陵
域
に
お
け
る
広
開
土
王
碑
の
相
対
的
位
置
」（
前
掲
注

58
）

64
）門
田
誠
一
「
高
句
麗
王
陵
の
築
造
思
想
に
み
る
儒
教
と
仏
教
｜
追
孝
か
ら
追
福

へ
」（
前
掲
注
26
）

65
）本
論
に
関
わ
る
範
囲
に
お
い
て
、
孝
廉
選
に
つ
い
て
は
下
記
論
文
を
参
照
。

鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
孝
廉
に
つ
い
て
」『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
下
（
日
本
学

術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
）

福
井
重
雅
「
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
概
観
」『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』（
創

文
社
、
一
九
八
八
年
）

浜
口
重
国
「
漢
代
の
孝
廉
と
廉
吏
」『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究
』
下
、
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
六
年
）

草
野
靖
「
漢
代
に
お
け
る
帝
政
の
発
展
と
選
挙
制
度
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論

集
』
三
二
、
二
〇
〇
四
年
）

鷲
尾
祐
子
「
前
漢
の
任
官
登
用
と
社
会
秩
序
｜
孝
廉
と
博
士
弟
子
｜
」（『
中
国
古

代
史
論
叢
』
五
、
二
〇
〇
八
年
）

66
）渡
邉
義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
）
一
三
七

〜
一
四
三
頁

67
）加
藤
直
子
「
ひ
ら
か
れ
た
漢
墓
｜
孝
廉
と
「
孝
子
」
た
ち
の
戦
略
｜
」（『
美
術
史

研
究
』
三
五
、
一
九
九
七
年
）

鄭
岩
「
関
于
漢
代
喪
葬
画
像
観
者
問
題
的
思
考
」
中
国
漢
画
学
会
・
北
京
大
学
漢

画
研
究
所
編
『
中
国
漢
画
研
究
』
第
二
巻
、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五

年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
も
ん
た

せ
い
い
ち

歴
史
文
化
学
科
）

二
〇
一
三
年
十
一
月
七
日
受
理

一
五
七

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）


